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設置の趣旨等を記載した書類 

１ 設置の趣旨及び必要性 

（１） 設置の趣旨

ア 大学の沿革

 公立小松大学は平成 30年、産業・文化・国際・健康・教育都市としての歴史と経済的文

化的基盤を背景に、小松市民によって設立された。生産システム科学部、保健医療学部、国

際文化交流学部の３学部を擁し、「（１）地域と世界で活躍する、専門性に優れ人間性豊かな

人材を育成する、（２）持続的発展に向けて、生産システムや健康医療の科学技術を革新し、

異文化交流を推進する、（３）地域に貢献し、市民によって支えられ、地域を共創する」を

大学設置の基本理念としている。 

令和４年には大学院サステイナブルシステム科学研究科修士課程を設置した。生産シス

テム科学専攻、ヘルスケアシステム科学専攻、グローカル文化学専攻の３専攻からなり、そ

れぞれ生産システム科学部、保健医療学部、国際文化交流学部に対応する。 

 公立小松大学の直接の前身校としては、昭和 63(1988)年創立の小松短期大学、平成

7(1995)年創立のこまつ看護学校があり、さらに、寛政六(1794)年創設の小松學問所に遡り

うる。小松學問所は、町民によって設立され、四書五経、珠算、漢方医学を教えた。大学が

立地する小松市は、全国の自治体の中でももっとも早期に教育委員会を設置し、また終戦直

後に教育研究所を設立するなど、「教育都市」としての歴史的背景をもち、公立小松大学は

その特性を活かした教育研究活動を展開してきている。 

イ 学部と修士課程設立理念とそれらとの整合性

公立小松大学の学部設置の基本理念は、上で述べたとおりである。 

公立小松大学大学院修士課程の基本理念は、「１．人類と地球の未来を視野に入れた教育・

研究・社会連携活動を展開し、地域・国際社会の持続性への貢献をめざす。２．人々が健康

で幸せな生活を送ることができ、産業と文化の創成や振興につながる新しい文明価値の創

造をめざす。」とした。 

学士課程の教育理念は、「１．確かな基礎知識と高度な専門能力の修得に向けた主体的

な学びと組織的な教育、２．人間・社会・自然と科学技術の発展を総合的に捉える先駆的

な科学教育、３．人間性豊かな市民、応用力のある専門職業人、グローカル人材を育成す

る地域と協働した教育」であり、修士課程の教育理念は、「１．公立小松大学が有する

工・文・医系の知的人的資源を活かし、AI・データ科学や他者とのコミュニケーション能

力を共通リテラシーとして涵養し、地域・世界の持続性に資する多様な専門知識と技能を

備え、時代と社会の変化にしなやかに対応できる人材育成を図る。２．地域の社会人を積

極的に受け入れ、ものづくり企業や保健・医療・福祉機関で働く人材の学び直し・学び足
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し・スキルアップに貢献する。また、外国人留学生・研究者を積極的に受け入れ、国際共

同研究・多文化共生・我が国企業への就労・頭脳循環に貢献する。」としている。 

このように、学士課程、修士課程ともに、工・文・医系の３分野を擁し、持続性への貢

献を共通目標とする点で整合している。 

 

ウ 後期課程の設置 

 このような学士課程に接続し、世界と地域の諸課題の解決に向けて先導的な役割をはた

す拠点として、第１期中期計画（平成 30年４月１日から令和６年３月 31日まで）に「教員

と学生の質の向上を図り、多様化する社会の諸問題を解決するため、大学院博士前期課程と

後期課程の設置を図る」と書き込み、初年度（平成 30年度）の年度計画で「公立小松大学

設置の基本理念に合致した大学院の設置に向け、検討を開始する」とした。これをうけ、平

成 30年 10月 10 日開催の教育研究審議会で「大学院あり方検討 WG」の設置が承認され、同

年同月 22 日より WG の活動が開始された。以来令和元年５月までに、計 18 回の WG 開催を

通して、地域と世界の持続性に係る課題解決に向けて先導的な役割をはたすことをミッシ

ョンとする大学院構想の策定に至った。その際、持続性に係る諸課題の解決に至るためには、

博士前期課程のみならず後期課程も必須であり、当初より博士後期課程の設置を視野に入

れた大学院として構想していた。 

 令和元年 10月９日と 11 月 13 日開催の教育研究審議会および 12月 18日開催の経営審議

会・理事会で大学院設置の準備を進めることが審議、承認され、同年 11月 22日からは、令

和４年４月１日の修士課程設置、令和６年４月１日の博士課程設置を目途に、従前の WGを

拡大した「大学院修士・博士課程設置検討 WG」が活動した。 

 令和２年３月、大学院教科目の担当も視野に、１-２年後の退任予定教員の後任候補者の

公募を開始した。併せて大学院を重点的に担当する戦略的な専任教員人事も進めてきた。 

 

（２） 設置の必要性 

ア 社会的情勢 

 人類は、科学技術を駆使してものづくり産業を発展させ、利便性の高いコミュニティを形

成することで文化と公共性を育んできた。他方、多量の化石資源利用は地球規模で自然環境

を悪化させ、市場のグローバル化は国家間の格差を拡大するとともに地域社会の存在を危

うくしている。人類の持続的な発展には国際社会の協調が必要であり、SDGs（Sustainable 

Development Goals）はそのための約束である。我が国はこれまで、先進国そして科学技術

立国として国際社会の発展に貢献してきたが、SDGs の達成には、産官学民、すなわち産業

界、政府・自治体、市民とアカデミアが一体となった協働が問われている。 

 本学は大学憲章で「持続可能な地域・国際社会の発展に寄与する知の修得・創造・還元・

循環の拠点形成をめざす」と謳った。本学大学院研究科は、SDGsの理念を踏まえつつ、「サ

ステイナビリティ（持続可能性）」を「人類と地球、人々と地域の生命、健康、幸福、平和
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を未来にわたりつづかせること」、「サステイナブルシステム」を「持続可能性への目的意識

をもって体系的に構築、推進される工程、プロセス、制度、文化、政策」、「サステイナブル

システム科学」を「持続可能性のためのシステムづくりを支える学問」と定義した。SDGs は

2030 年までの達成をめざすが、本研究科が目標とするサステイナビリティは、将来にわた

り追求するものである。2030 年以降も幾世代にもわたって地域と世界の持続性に貢献する

ためには、創造性と指導力に富み、社会実装を含む具体的な課題解決能力を備えた高度専門

人材を養成する博士後期課程の設置が必須である。 

 これからの高等教育機関には、高度情報化・超高齢化の進行に相俟って、今後予想される

社会システムの劇的変化への持続可能かつ着実な対応が求められる。 

生産システム科学の分野では、新しい生産システム、強靭なサプライの構築や再生可能エ

ネルギーなど持続可能なエネルギーの利用・供給の拡大に向けた取り組みが必須になって

いる。ヘルスケアシステム科学の分野では、今後、Society 5.0に対応し、コロナ期を超え、

人生 100 年時代を支えるヘルスケアの重要性が高まっている。グローカル文化学の分野に

おいては、土地固有の歴史的・文化的資源の発掘と情報発信のニーズが高まっている。また、

持続的発展のための地域・国際間パートナーシップの強化が求められる。 

 公立小松大学大学院サステイナブルシステム科学研究科は、地域に立脚しつつ、日本や世

界の他地域にも共通する各専門領域の課題の分析や解決への道筋の探求を通じて、地域・国

際社会のサステイナビリティに貢献するための有機的包括的なシステム構築を目的とする

教育研究を推進する。 

 

イ 地域的特色 

 本学が立地する小松市の特色を概観すると、まず世界有数の企業である株式会社コマツ

をはじめとする「ものづくり」産業の一大集積地であり、産業機械から繊維、電子機器まで

幅広い多様なものづくり企業が存在している。また、全国的に人口は減少、高齢者の人口比

率が高まり、現役担い手世代が急減している中、小松市は、全国介護・高齢化対応度調査（令

和２年）で 815 市区中、日本一（『日経グローカル』令和２年 10月）と評価され、高齢者健

康福祉のモデル地域となっている。また、小松空港に加え、北陸新幹線の敦賀延伸により広

域交流のための基盤が拡充し、有形無形の地域資源や観光、異文化理解、情報発信のニーズ

が高まっている。 

 また小松市は、国連サミットでの SDGs 採択と同年同月にその精神を踏まえ、市の長期構

想「小松市都市デザイン」を市議会の議を経て制定した。このように持続的発展についての

SDGsの理念は、小松市のまちづくりの基本精神として息づいている。令和４年３月には「小

松市 SDGs未来都市計画」が策定され、そのなかでは国際系、産業系、医療系の三学問領域

を有する公立小松大学が、SDGs の精神に合致した教育研究を実施し、ふるさと小松と世界

で活躍し、かつ指導的役割を果たす高度専門人材育成に強い期待が示された。 

公立小松大学は、市民によって創設された大学であり、設置の基本理念の一つを「地域に
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貢献し、市民によって支えられ、地域を共創する」としたように、地域への貢献を主要なミ

ッションとしてきた。中央教育審議会からの平成 30 年 11 月 26 日、「2040 年に向けた高等

教育のグランドデザイン（答申）」はまた、「『個人の価値観を尊重する生活環境を提供でき

る社会』とは、各人が望む地域で、自らの価値観を大切にして生活していくことができる社

会であり、地域に住む人自らがその環境を維持し、その価値を創造していくものである。」

と「地域との連携」の重要性を謳い、「公立大学の役割」として「それぞれの地域における

社会・経済・文化の向上発展への貢献から国際社会への貢献まで幅広く含め、様々な教育・

研究・社会貢献機能のより一層の強化が求められる。」と明記している。 

 

ウ 公立小松大学大学院博士後期課程設置諮問会議からの提言 

産官学の学外有識者からなる公立小松大学大学院博士後期課程諮問委員会を設置し、令

和４年６月２９日、８月４日の２回にわたり開催し、博士後期課程の教育プログラムについ

て議論を重ねた。その結果、各委員からの提言は以下のようにまとめられる。  
・地域に密着した大学、小松の素材を活かした町づくりなどをめざした研究など、地域に

刺さる研究スコープの設定、人材輩出を追求していく必要がある。  
・南加賀の高等教育機関として、組織の指導的立場となる博士後期課程修了者の需要は高

いと考えられる。  
・小松地域と特性を考慮し、交通システム、産業など地域創成を担う人材の輩出を願う。 

 上記の提言を踏まえ、本大学院研究科博士後期課程設置の目的は、（１）地域に根ざした

生産システムの開発、（２）健康で幸福な市民生活の維持、（３）国際・地域課題の発掘・解

決や多文化共生のあり方を追求することとした。すなわち、地域の中に世界の本質的普遍的

課題を読みとり、地域と世界の関係性を相補的にとらえ、生産システム、保健医療システム、

国際文化交流の各分野において地域と世界の持続可能性に関する教育研究を遂行すること

とした。 

 

エ 博士課程後期３専攻の設置とその趣旨 

 以上、本学の設立と大学院設置の経緯、持続可能な社会形成についての世界的動向、

中央教育審議会からの答申、設置者である小松市の長期構想と南加賀地域の産業・文化

的特色を踏まえ、大学院サステイナブルシステム科学研究科博士課程後期を修士課程の

各専攻に接続して設置することとした。すなわち、生産システム科学専攻修士課程を博

士課程前期とし、それに接続して博士課程後期を新たに設置する。また、ヘルスケアシ

ステム科学専攻修士課程を博士前期課程とし、それに接続して博士課程後期を新たに設

置する。さらに、グローカル文化学専攻修士課程を博士課程前期とし、それに接続して

博士課程後期を新たに設置することとした。 
 これまで述べてきたように、生産システム科学専攻は、新しい生産システム、強靭な

サプライチェーン構築、再生可能エネルギー利用・供給や自然環境の保全の分野を対象
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とした教育研究に対応している。ヘルスケアシステム科学専攻は、Society5.0 に対応し

た、コロナ禍を超え、人生 100 年時代を支える地域医療の分野を対象とした教育研究に

対応する。また、グローカル文化学専攻は地域固有の歴史・文化遺産の発掘と情報発信、

および持続的発展のための地域・国際間のパートナーシップ強化の分野を対象とした教

育研究に対応している。 
 

２ 研究科の理念と後期課程の教育目的 

（１） 建学の基本理念 

公立小松大学は、「（１）地域と世界で活躍する、専門性に優れ人間性豊かな人材を育成す

る、（２）持続的発展に向けて、生産システムや健康医療の科学技術を革新し、異文化交流

を推進する、（３）地域に貢献し、市民によって支えられ、地域を共創する」を大学設置の

基本理念とした。 

 

（２） サステイナブルシステム科学研究科の教育理念・目的 

前述の中央教育審議会からの同答申において「近年、産業界においても、新しい事業開発

や国際化の進展の中で、いわゆるジェネラリストではなく、高度な専門知識を持ちつつ普遍

的な見方のできる能力と具体的な業務の専門化に対応できる専門的なスキル・知識の双方

の人材育成が求められている。加えて、学術研究においても産業社会においても、分野を越

えた専門知の組合せが必要とされる時代であり、一般教育・共通教育においても従来の学

部・研究科等の組織の枠を越えた幅広い分野からなる文理横断的なカリキュラムが必要と

なるとともに、専門教育においても従来の専攻を越えた幅広くかつ深いレベルの教育が求

められる。」と「文理横断、学修の幅を広げる教育」の必然性を謳った。その背景をなす「2040

年を見据えた高等教育と社会との関係」の項では、「高等教育機関における学術研究は、専

門化・細分化された分野の中だけで収まらない学際的・学融合的な研究が進められるように

なっている。知識や技術の全てを個人や一つの組織で生み出すことが困難な時代になって

おり、新たな知識や価値の創出に多様な専門性を持つ人材が結集し、チームとして活動する

ことの重要性がますます高まっている。」と記載されている。このような時代の要請を受け、

令和４年４月１日、工・文・医系の３学部に対応する３つの専攻を 1 つの研究科に束ねた

「サステイナブルシステム科学研究科修士課程」を開設するに至った。 

したがって、本研究科の設立理念は、次のように表現することができる。本学が立地する

地域の諸問題の解決への道筋を探求すると同時に、日本及び世界の各地域に普遍的に存在

する諸課題を抽出し、各専攻分野に固有な専門的方法論を駆使し、それらの分析と解決への

方向性を提案し、地域と国際社会の持続的発展に貢献しうる高度専門人、教育研究者、組織

的指導者の育成をめざし、教育研究を推進することである。  
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（３） サステイナブルシステム科学研究科において育成をめざす人材像 

 教育未来創造会議は育成をめざしたい人材像として「身近なものから地球規模のものま

で様々な社会課題を発見し、横断的な観点から解決していくことができる人材、文化や美意

識等に対する素養を身に付け、エシカルな行動ができる人材、急激な社会環境の変化を受容

し、新たな価値を生み出していく精神（アントレプレナーシップ）を備えた人材」（令和４

年５月１０日「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について」）などをあげて

いる。本研究科博士後期課程では、産業、行政、保健医療福祉などの分野で持続可能性に向

けた課題の発見と解決を担いうる高度専門人、教育研究者、組織的指導者の育成をめざす。

また、少子高齢化社会、AI・IoT・Dxを基盤とする高度情報化社会における生活の質を高め、

地域産業の振興につながるイノベーションの創出をめざす。 

 現行の修士課程では、データ科学、コミュニケーションなどの共通リテラシーの修得や分

野横断的専門科目の履修を経て、各専攻での専門科目や修了研究で地域・国際課題に取り組

んでいるが、解決の道筋を具体的に拓くには、より高度な教育研究を行うことが必要である。   

このため、博士後期課程では、以下の内容の教育研究プログラムを推進する：「持続的発

展のためのガバナンスとエシックスの涵養」、「人間圏のサブシステムに惹起される諸課題

への学際的対応」、「ジョブ型研究インターンシップの実施」、「専門分野の研究の高度化」。

これらの教育プログラムと研究活動を通し、新たな学問としての「持続的発展の科学」の構

築を追求する。 

教育研究環境としては、海外オフィスも活用した海外高等教育機関・研究機関との連携、

地域保健医療福祉に係るオープンチーム・サイエンスの拠点づくりを進める。さらに、学問

体系としての「持続的発展の科学」構築に対応して、その理念の社会実装への架け橋として

「産官学協働サステイナブル研究センター」の設置をめざす。 

これにより、「課題発見解決能力、社会実装力を備えた次世代人材」、「地域産業の高度化、

地域発イノベーション等を担う高度人材」、「未来を支える教育者、研究者、組織指導者」、

「『総合知』に立脚し、高度な専門能力を備えた人材」などの人材を育成し、「地域・国際社

会へのサステイナビリティへの貢献」をめざす。 

また、外国人留学生のための特別日本語学習講座を設け、社会人学生に対する学修環境も

配慮するなど、実質的なキャリアパスの確保に努める。 
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図１．サステイナブルシステム科学研究科博士課程における教育課程編成の考え方 

 

（４） グローカル文化学専攻博士後期課程において育成をめざす人材像 

南加賀および北陸に軸足を置き、アジアを中心とした国際文化研究、すなわち、本学の強

みである、観光学、政治・経済学、言語文化学を、例えば日本と中国、日本と東南アジア、

そしてそれらの地域・国を取り巻く世界の国々との比較研究を通じて、そこで得られた課題

解決にあたる能力と実践を身につけ、最終的には本学が立脚する南加賀および北陸地域に

応用していく方向性がある。同時に、地域・国際課題を発見し、それを横断的・複眼的な視

専門分野の研究の高度化

生産システム科学部
生産システム科学科

基礎となる学部・学科

「総合知」に立脚し
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地域産業の高度化、地域発ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等を
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組織指導者

課題発見解決能力、社会実装力を

備えた次世代人材

生産システム科学専攻 ヘルスケアシステム科学専攻 グローカル文化学専攻

ジョブ型研究インターンシップ

人間圏のサブシステムに惹起する諸課題への学際的対応

知見の共有と展開

方法論の共有と応用

分野横断的連携

共通リテラシーの修得

持続的発展のためのガバナンスとエシックスの涵養

地域課題の認識と共有

保健医療学部
看護学科・臨床工学科
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国際文化交流学科
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座から解決を試み、確固とした倫理観に裏打ちされた行動様式を意識しながら、地域を活性

化できる人材育成をめざす。 

具体的には、少子高齢化が進行する地域社会の中で、異なる民族的、宗教的背景を有する

外国人労働者や海外からの旅行者が地域の経済的、文化的活動の中で大きな役割を担いつ

つある。このように変容しつつある現代の地域社会の潮流を理解し、調和ある社会の有り様

を創出できる人材育成が急務である。一方、海外に目を転じると、民族的、宗教的背景に起

因する貧困と抗争が絶え間なく生起している。JICA や国連などの機関に属し、国を超えて

諸課題の解決を担うためには、抗争の要因となる文化的、宗教的または政治的背景を横断

的・複眼的な視座をもって理解できる能力が必須となる。以上のような地域と国際状況の中

で、様々な課題解決に向かって果敢にチャレンジできる人材育成をめざす。 

以上のグローカル文化学専攻博士後期課程において育成をめざす人材像と DP および CP

との関係について、図２に示す。 

 

図２ グローカル文化学専攻の養成する人材像と DP および CP との関係 

 

  

南加賀、北陸地域に
貢献できる

養成する人材像が身
につけるべき能力

アジア、東アジアで
国際的に活躍できる

分野を超えたスキル
を備え他分野と協働
できる

倫理観に裏打ちされ
た行動ができる

DP-3
南加賀、北陸地域の課題
解決のために「総合知」
を持った学際的アプロー
チができる

DP-４
国際文化、政治経済、観光
などの分野における学問の
深化に貢献し、異分野協働
ができる

CP-５
国際文化、政治経済、観光
の分野で課題解決と社会実
装ができる

CP-６
課題解決のために学際的ア
プローチができる

CP-７
人文社会系の学問の深化に
貢献し、異分野協働ができ
る

CP-８
地域と国際社会で活躍でき
る

DPで求められる能力 CPで涵養されるべき能力
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（５） サステイナブルシステム科学研究科のディプロマ・ポリシー 

サステイナブルシステム科学研究科において養成する人材像を基礎に置いて、以下の二つ

のディプロマ・ポリシーを設定する。 
ディプロマ・ポリシー（DP） 
DP－１ 

高度専門能力に立脚した「総合知」を備えて、地域と世界の抱える様々な問題に学際的

アプローチができ、持続可能な社会実現のため、組織の指導者として活躍できる能力を

有すること。 

DP－２ 

ものづくり、保健医療、グローカル文化学の各専攻の専門領域で、自立した研究者およ

び教育者として、その分野の学問の深化と発展に貢献できる能力を有すること。 

 

（６） グローカル文化学専攻博士後期課程のディプロマ・ポリシー 

持続可能な社会の実現に向けて、南加賀・北陸地域に横たわっている研究課題に取り組み、

そこで得られた知見を基に研究者として活躍する能力を有し、国際文化に関する幅広い学

識と経験を生かし、研究成果を纏めた博士論文が審査に合格した学生に博士（国際文化学）

の学位を授与する。 

DP-３ 本学が立脚する南加賀および北陸地域の自然・文化・歴史・政治・経済・観光など

に関する諸課題を発見し、「総合知」を備え、地域と世界の抱える様々な問題に学際的

アプローチができると評価でき、かつ、持続可能な社会実現のため、組織の指導者と

して活躍できる能力を有すること。 
DP-４ 国際文化という観点から、言語文化学、観光学、政治・経済学といった専門分野に

おいて、それらの先端的な理論と知識を駆使し、自立した研究者および教育者として、

その分野の学問の深化と発展に貢献できると評価でき、他分野の研究者とも連携・協

働して研究を推進する能力を有すること。 
 
（７） グローカル文化学専攻博士後期課程修了後の進路及びその見通し 

本博士後期課程を修了した学生は、文化資源関係機関、国際機関、高等教育研究機関、地

方公共団体・行政機関などにおいて、研究者としての活躍が見込まれる。特に、石川県内の

高等教育機関における、南加賀・北陸地域に関する教育研究の多様化および重層化、石川観

光の発展に伴う地域資源学研究の展開性及びアジア・太平洋地域における新たな研究の進

展が期待されている。 

 

（業種）情報産業、流通・製造業、総合商社、観光・旅行業、航空・交通業界、金融機関、

マスコミ・出版関係企業、文化資源関係機関、国際機関、高等教育研究機関、地方公共団体・

行政機関など。 
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（職種）国内外ビジネスパーソン、国際機関職員、起業家、ツアープランナー、通訳、大学

教員、行政機関の専門職など。 

 

３ 研究科・専攻等の名称及び学位の名称 

本研究科博士後期課程は、生産システム科学部生産システム科学科、保健医療学部看護学

科・臨床工学科、国際文化交流学部国際文化交流学科の上に構築される大学院教育課程とし

ての博士後期課程であり、これにあわせ令和４年に設置したサステイナブルシステム科学

研究科修士課程を博士前期課程に変更し、前期・後期区分制の博士課程とする。 
本研究科・専攻の名称及び学位の名称は下記のとおりとする。 
 

（１） 研究科・専攻等の名称 

サステイナブルシステム科学研究科 

（英訳名称：Graduate School of Sustainable Systems Science） 

グローカル文化学専攻（博士後期課程） 
（英訳名称：Doctoral Course of the Division of Glocal Cultures） 
グローカル文化学専攻（博士前期課程） 
（英訳名称：Master's Course of the Division of Glocal Cultures） 

 
（２） 学位の名称 

 博士後期課程の学位の名称は以下のとおりとする。 

グローカル文化学専攻 

博士（国際文化学）（英訳名称：Doctor of Philosophy in Intercultural Studies） 

  
  博士前期課程の学位の名称は、従前のとおりとする。 

グローカル文化学専攻 

修士（国際文化学）（英訳名称：Master of Science in Intercultural Studies） 

 
４ 教育課程編成の考え方及び特色 

（１） サステイナブルシステム科学研究科のカリキュラム・ポリシー（CP） 

前章で明らかにされたディプロマ・ポリシーを達成するために、本研究科では、生産シス

テム科学・ヘルスケアシステム科学・グローカル文化学の各専攻が共創し、地域およびグロ

ーバルな視点からの課題発見・解決への道筋を立て、さらに地域社会の持続的発展のための

システム構築に指導的役割を果たし、また関連分野における学術研究推進にも資する人材

を育成するための、体系的な教育課程を編成する。 

 

 前述のディプロマ・ポリシーを受け、本研究科のカリキュラム・ポリシーを以下のとおり
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設定する。 

◯ CP－１：人類の持続的発展のための諸課題を明らかにし、それら課題の解決と社会実

装に向けての能力を育成する。 

持続可能な社会実現のために、世界または地域社会の課題を抽出し、それらを解決する

ために指導的役割を果たす人材が必要とする能力、すなわち単なるスキルではなく、確固

とした倫理観に裏打ちされた、地域および国際社会全体での合意形成（ELSI）への道筋を

示すことのできる人材の形成をめざす。 

 

◯ CP－２：特定の学問領域を超えて、柔軟でかつ高度な専門知の総合的運用能力を育成

する。 

将来、教育及び研究活動、または社会問題解決において、自立的にそれらを推進し、組

織の指導者となるために必要な基礎的能力を付与する目的で、個々の課題や現象を俯瞰

し、理論と経験を活用しつつ、柔軟性と創造性を発揮して課題解決案を立案し、発表・討

論する学修経験が極めて重要である。そのため、実験、調査、文献クリティーク等で得た

知識を「ゼミナール方式」で展開し、専攻を超えた学内発表会などを通して発表、討論す

ることで、企画力、構成力、説明説得力、表現力、発言力、交渉力、調整能力を修得させ

る。上記の「ゼミナール方式」では、多様な視点を取り入れ、効果的にディスカッション

を行うために、教員や博士前期課程の学生といった多様性を有する構成員を交えてディス

カッションを行うこととする。 

 

◯ CP－３：各専攻に固有な学問領域の高度専門能力の育成を図る。 

専門分野の博士論文執筆の基礎となる専門領域をより深く探求し、博士課程にふさわし

いより高度な知識と学識、解析能力を育成する。 

 

◯ CP－４：地域・国際社会で活躍できる資質を涵養する。 

学生が本学海外オフィス及び小松市などの地域社会の現場に身を置くケーススタディ、

フィールドワーク、インターンシップなどのジョブ型研究インターンシップを通し、個々の

課題に実践的かつ総合的に取り組む能力を涵養し、同時に社会実装への種々のプロセスを

体験させる。 

 

以上の研究科カリキュラム・ポリシーと前出の研究科ディプロマ・ポリシーとの対応関係を

図３に示す。 
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図３ 研究科ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関連図 
 

（２） グローカル文化学専攻博士後期課程のカリキュラム・ポリシー（CP） 

グローカル文化学専攻では、座学とフィールドワークおよびインターンシップの実施を

調和させることによって、本学の基本理念「地域に貢献し、市民によって支えられ、地域を

共創する」について貢献できると考えている。具体的には、言語文化学、観光学、政治経済

学といった分野における専門性の高い講義科目で得た知識を、特に「多文化共生社会特論」

や「地域資源学特論」のような授業の中で、フィールドワークおよびインターンシップのノ

ウハウを獲得し、実地経験へと繋げていく。これにより、実地経験にもとづく的確な国際認

識と多文化理解を身につけ、南加賀および北陸に横たわっている諸課題を解決するための

研究力を修得させることができると考える。すなわち、南加賀および北陸に横たわっている

地域課題と世界で起きている諸課題は、それぞれ独立して存在しているわけではない。むし

ろ互いに関連し合っている。土地文化を理解するためには、世界の情勢を理解する必要があ

る。また、南加賀および北陸という土地文化の中から一つのモデルケースを世界に向けて発

信することも可能である。 

以上に鑑み、本専攻の CPは以下のとおり設定し、研究科共通科目、専攻専門科目、特別

研究を配置する。研究科の CP が分野横断的な横糸を示すとすれば、専攻の CP は専門性を

重視した縦糸を示す。 

CP－５ 国際文化という観点から、人類の持続的発展のための諸課題を明らかにし、言語文

化学、観光学、政治・経済学といった専門分野において、それら課題の解決と社会実

装に向けての能力を育成するための関連科目を編成する。 
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CP－６ 持続的可能性を視点に新しい文明価値の創出につながる地域的・地球的課題解決

のための研究力を養い、固有な学問領域を超えて、柔軟でかつ高度専門知の総合的運

用能力を育成するための教科目を配置する。 

CP－７ 人文科学・社会科学に固有な学問領域の高度専門能力の涵養を図り、他分野の専門

家と協働して課題解決にあたる能力と実践を備えた研究者を育成するための教科目

を配置する。 

CP－８ 地域・国際社会で活躍できる資質を涵養するために、本学が立脚する南加賀および

北陸と国際社会に関する諸課題を発見し、解決に必要な能力と技術を備え、その成果

を南加賀および北陸の地域創生に役立てる力を修得するための教科目を配置する。 
 

（３） サステイナブルシステム科学研究科の教育課程編成の考え方と特色 

図３に示すように、本研究科の教育理念を実践するための教育課程の特色は以下のよう

に要約できる。 

将来、国際および地域社会において指導的役割を果たすことのできる人材を育成するた

め、倫理観に裏打ちされた、学問の進むべき方向と地域および国際社会における組織につい

てのガバナンス精神の養成を図る共通科目を設定する（CP１）。また、研究科の名称でもあ

る「持続可能」という言葉の持つ多面性に深く分け入り、グローバル社会の実相、ものづく

りにおける強靭で持続可能なサプライの構築とバリューチェーン的視点、パンデミック社

会での持続可能性の追求など、その複雑多岐なる様相を理解できる素養を身につける（CP

２）。さらに持続可能な社会実現のプロセスが必然的に孕むことになる諸矛盾についても明

らかにして、対立・拮抗する諸条件の中で最適な解決方法を探求する能力を涵養するための

教育科目を設定する（CP１、４）。大学という限定された空間を超え、学理の社会実装を実

現する上での困難を自ら体験し、限られた条件の中で最適な解決を実現する手法を実社会

の中で体験できる教育科目を設定する（CP４）。 

このような総合知を備える人材は、各専門専攻についての、博士の学位にふさわしい高度

な専門知識と学識の修得及び研究遂行能力を同時に持たねばならない。また、各専攻の学問

領域を超えて、広く自己の研究目的、その重要性、妥当性、および研究科の理念である持続

的社会との関連性等について専門外の人に説明できる能力醸成を図る教育科目を編成する。 

以上のカリキュラム・ポリシーの下、つぎの考え方で授業科目群を配置した。博士後期課

程の研究科共通および専攻専門科目は、合計で１８単位以上の履修を修了要件とし、その中

研究科共通科目は３科目（座学２科目、実習科目１科目）４単位を占め、研究科が掲げる教

育研究の理念についての教育を徹底するため何れも必修とする。専攻専門科目は計 1４単位

以上とし、博士論文執筆に直結する選択必修の専攻専門科目とゼミ形式で行われる必修の

演習科目からなる。 

これらの学修の成果は、学生にあらかじめ明示した成績評価基準を基に、客観的かつ厳正

に評価する。博士論文を含む特定の課題についての研究の成果の審査および最終審査を適
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切に行うことで教育の質を保証する。成果をまとめた論文は、本学紀要等を含め、各専攻の

専門性に即したツールを用いて社会に公表する。 

 なお、グローカル文化学専攻のカリキュラムマップを、専攻のディプロマ・ポリシー、カ

リキュラム・ポリシーとの関係と併せ、資料１に示す。 

 
（４） 科目の区分と概要 

 上記の考え方に立ち、以下の科目群を設ける。 

 

ア 研究科共通科目 

「SDGs と社会のガバナンス」（必修１単位）  

社会の持続的発展を維持するために必要な様々な施策は、国際間の合意から地方政府や

個別企業での取り組みまで、種々の階層を通して提案、合意、実施のプロセスを経ることに

なる。そこには、国・地方政府・大学・企業等の機関統治の問題、そして市民・専門職業人・

研究者としての社会的責任の問題がある。また、それらの間の倫理観の相克、例えば個人対

社会（組織）、組織対組織、ローカル対グローバル、現在世代対未来世代という対峙が不可

避的に発生する。このような問題を共時的、通時的、汎通的に、どのように止揚すべきかに

ついて、具体的問題を例にして組織のガバナンスと個人のエシックスについて議論を深め、

互いの立場を展望できる力を養う。  

 

「人類の持続的発展の科学」（必修１単位） 

われわれの存在する世界が直面している課題を、「地球自然システム科学」、「グローバル

政治・経済システム科学」、「地域社会システム科学」の３つの括りの中で捉え、それらが抱

える、または未だ顕在化していない課題について検討を行う。「地球自然システム科学」に

おいては地球の長期環境変動を視野に近年の温暖化、化学物質による環境汚染などの科学

的側面に注目して考える。「グローバル政治・経済システム科学」においては、国家間の格

差と分配、社会の分断、グローバル化における危機管理などの諸問題を文化・政治学的観点

からとらえる。「地域社会システム科学」においては（北陸）地域が抱える特徴的問題であ

る保健・医療・福祉、地域資源を活用した産業（新しい観光など）、中山間部集落の消滅な

どの諸課題への超学際的協働による解決可能性について考究する。 

 

「国際・地域特別実習」（必修２単位） 

フィールドワークを通じたケーススタディ及びインターンシップを実施し、国際・地域課

題を現地で直接的に又はオンラインにより観察し、課題解決のための方策を考える。必要に

応じて遠隔システムを効果的に利用し、実効性のあるケーススタディやインターンシップ

の実施を図る。 

実施時期：特別な事情のない限り、原則１年の夏季休業期間から２年の前期までの１年以
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内とし、集中的に実施する場合は夏季休業期間中など他の科目履修の支障とならない期間

とする。通期的に実施することができる場合は半期（１セメスター）を通して実施すること

もできる。本実習は課題解決型であり、入学後から実習開始までの間に担当教員とも相談し、

実習内容により、集中的にインターンシップを実施したり、定期的に（一週間に一度など）

通い、長期間のインターンシップを実施したりするものとする。 

実施機関：本学近隣の企業、行政機関、もしくは本学の海外オフィス（米国シリコンバレ

ー、中米グアテマラ・ホンジュラス他）、ホンジュラス国立人類学歴史学研究所及び協定校

等とする。実施機関の選定にあたっては、入学後から実習開始までの間に担当教員から指導

や助言を受けながら、個々の学生の将来のキャリアや研究テーマを踏まえ、候補を絞り込み、

最終的には学生の希望を確認し、実施機関を決定する。 

対象となる学生の要件：主に異文化交流に深い関心を有し、現場に即した課題の発掘と解

決への道筋を追求する意欲をもつ。学生は、関連する企業等の受け入れ機関と実施内容につ

いて自主的に綿密な打合せを行う。実施後、報告会を行いその成果を報告する。報告会では

実習の結果報告にとどまらず、実習先が抱える課題とその解決策について発表することと

し、担当教員による成果の確認を行うとともに、その成果をどのように発展させていくのか

について指導を行う。 

指導内容・体制：国内外で現場に即した課題の発掘と解決への道筋を探り、専攻の垣根を

超えた新しいコラボレーションの可能性も追求する。学生は担当教員から指導や助言を受

けながら、自立的に研究課題に適した企業・機関等を選択し、指導教員及び出先企業等の担

当者とも連携する。また、事前研修において、実習の目標を明確に設定する。さらに、実習

実施内容のモニタリングについては、毎回の実習後に業務日誌等を作成・提出させることで、

実習の実施状況や進捗状況を担当教員が確認する。一定の期間（通常は５回の実習）毎に行

うカンファレンスにおいては、実習内容の方向性について、受け入れ機関と担当教員が協調

して指導していく。最終的な評価は、実施機関からの評価も参考にし、担当教員が行う。 
 

具体例： 

 【研究科共通】 

① 米国シリコンバレーオフィス（平成 30年度開設）を拠点に現地企業でのインターンシ

ップや産学合同研修を行い、課題研究の発展を促し、アントレプレナーシップを涵養す

る。 

 

【グローカル文化学専攻】 

① 中米のマヤ文明遺跡、カンボジアのクメール文明遺跡をフィールドとして、文化資源保

全・活用と地域社会との共生に関するフィールドワークを行う。 

  また、協定校であるマレーシアのラーマン大学、タイのプリンスオブソンクラ大学、台

湾の建国科技大学等との学術交流にも積極的に参加を促す。 
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② 地域の産業や行政、諸団体と連携して、地域の文化遺産・資源に関する調査研究、政

策立案を行うとともに、外国人住民やインバウンド観光客とのコミュニケーションや

異文化理解の実践の機会とする。 

 

イ 専攻専門科目 

 「専攻専門科目」では、各専攻のディプロマ・ポリシーに掲げた専門能力を獲得するため

の教育を行う。生産システム科学専攻では、環境にやさしいものづくりや再生可能エネルギ

ーを基盤としつつ、次世代の生産システムの基礎となる、自然科学の諸学問領域の深化を追

求する教育を行う。またサプライチェーンのあり方、バリューチェーン的評価手法を追求す

る。ヘルスケアシステム科学専攻では、過疎化・超高齢社会における次世代ヘルスケアシス

テムおよび先端医療機器の開発をめざした教育を行う。グローカル文化学専攻では、言語文

化や多文化共生を基盤としつつ、ポストコロナ期のあり方も含めた、人間と社会の関係とそ

のあるべき姿を考究する。 

 

グローカル文化学専攻では専攻専門科目として、次の科目を設定した。 

 

「南加賀・北陸文化資源学特論」、「国際文化学特論 A」、「国際文化学特論 B」、「グローカル

文化学特論 A」、「グローカル文化学特論 B」 

 

履修方法：専攻専門科目は、自専攻専門科目２単位以上とし、他の２専攻が開講する専攻専

門科目群からも履修が可能とする。 

他専攻学生が専攻専門科目を支障なく受講するため、基礎となる専門共通科目の履修、学

士課程専門基礎・専門科目の事前学修を求める。何らかの理由でそれが叶わないときは、担

当教員がそれぞれに関連する内容の要点を開講前に講義するか、または録画した講義をオ

ンデマンド教材で学修させ、内容の理解度を口頭試問等によりチェックした上で履修の許

可を与える。 

 

ウ 特別研究科目 

「特別研究」（必修１２単位） 

特別研究科目で行う「特別研究」は必修科目であり、教育及び研究活動、または社会問題

解決において、自立的にそれらを推進し、組織的指導者となるために必要な基礎的能力を付

与することを目的とする。このような資質を育成するためには、課題や現象を俯瞰し、理論

と経験を活用して、柔軟性と創造性を発揮して課題解決案を立案し、発表・討論する学修経

験が極めて重要である。そのため、実験、調査、文献クリティーク等で得た知識を「ゼミナ

ール方式」で展開し、専攻を超えた学内発表会、定期的な関連分野の学会発表などを通して

発表、討論することで、企画力、構成力、説明説得力、表現力、発言力、交渉力、調整能力
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を修得させる。 

 

（５） 外国人留学生への日本語教育と就労支援 

外国人留学生には大学院の教育上必要な日本語能力を有する学生を求めるが、高度な専

門分野の研究において、日本語が不十分である場合には、日本語能力向上のための講座を開

設する。一部英語による授業も提供し、演習や研究指導では主任指導教員の判断により日本

語だけでなく英語・中国語・スペイン語いずれかの言語での指導も行う。 

 公立小松大学は地域貢献を使命とする公立大学であることから、連携している協力企業

の中で海外に支店・工場を持つ企業でのインターンシップ等を経験し、当該企業への就職、

海外支店への派遣・転勤など留学生の母国との懸け橋となる人材を育成する。キャリアパス

の中で日本での就職を希望する学生には学業のための日本語のみならずビジネス日本語を

学ぶ機会も与え、その資格試験対応も視野に入れた日本語教育プログラムを提供する。高度

な日本語取得には時間を要することから、事前（留学前）、留学中、事後（就職後）におい

てもリモートによる日本語プログラムの提供によって日本語教育（アカデミック日本語、生

活者としての日本語、ビジネス日本語）を幅広くサポートする。なお、在学中にとどまらず

修了・就職後も日本語教育をサポートする。 

 協力企業以外の就職を希望した場合の支援として、就職は個人の希望によることから留

学生のキャリアパスを入学時に調査し、地方自治体、JETRO、商工会等の全国組織を通じて、

当該分野の就職情報の提供をできるようにしていく。日本への就職希望者には国内の他の

地域の大学との交流によって学生同士の情報共有や交換ができる機会も持つようにする。 

また、外国人の日本語教育に関しては、本学の国際交流センター日本語教育支援部門が中

核となって、実質的に日本語の指導に当たるが、外部からも小松市国際交流協会（KIA）の

協力を得る。 

 

（６） 社会人教育 

 本研究科後期課程は社会人の学び直し・学び足しの場、および純粋な知的好奇心を満たす

機会としても位置づけられる。ヘルスケアシステム科学専攻には、地域の医療・保健機関で

働く看護師、保健師、臨床工学技士などのなかで指導的立場にある人達の更なるキャリアア

ップとしての入学が期待される。また、本学は平成 30年の開学以来、文部科学省職業実践

力育成プログラムとして認定された「ものづくり人材スキルアップ プログラム」を実施し

ている。生産システム科学専攻には、この「ものづくり人材スキルアップ プログラム」の

修了者を含め、地域の優良企業の人材のさらなるスキルアップやリスキリングによる中堅

や後継者を育成する役割も期待される。グローカル文化学専攻には、グローバル人材として

のキャリアアップを図ろうとする社会人や企業人、市民の入学が期待される。 

 
 

-設置等の趣旨（本文）-18-



（７） グローカル文化学専攻博士後期課程の教育課程の編成の考え方と特色 

グローカル文化学専攻では、国際文化という観点から、人類の持続的発展のための諸課題

を明らかにし、それら課題の解決と社会実装に向けての能力を育成する。持続的可能性を視

点に新しい文明価値の創出につながる地域的・地球的課題解決のための研究力を備えた研

究者を育成するために、固有な学問領域を超えて、柔軟でかつ高度専門知の総合的運用能力

を育成し、他者と協働できる幅広い視野・識見と創意性を修得する。人文科学・社会科学に

固有な学問領域の高度専門能力の涵養を図るための研究指導科目を編成し、博士論文の指

導にあたる。地域・国際社会で活躍できる資質を涵養するために、本学が立脚する南加賀お

よび北陸と国際社会に関する諸課題を発見し、解決に必要な能力と技術を備え、その成果を

南加賀および北陸の地域創生に役立てる力を、最先端の理論と実践力を以って、修得する。 

地域と世界両方の言語、歴史、政治などを含む文化事象に係る課題を扱うことから、次のよ

うな内容を基軸とする。 

まず、グローバル社会の激しい変化に対応し得る高度に統合された人文科学的・社会科学

的基盤に立って、現代の地域・世界が直面する諸課題に対する柔軟な思考能力・課題解決能

力と深い洞察力に基づく主体的な行動力を養う。世界のあらゆる場でリーダーシップを発

揮することができる人材を養成するためには、国際的な文脈で活躍し得る高い能力を身に

つけなければならない。学修課題を人文社会科学関連の複数の科目等を通して体系的に履

修し、関連する分野の専門性を高め、学際的な分野への対応能力を培う。加えて、世界の多

様な文化・社会に対する理解力、語学力を含めた高度なコミュニケーション能力などを身に

付け、それぞれのフィールドの特徴に合わせて研究対象に直接アプローチして観察分析す

る能力を涵養する。 

また、学外の多様な学修歴を持つ学生等を受け入れることを促進する観点からは、必要に

応じて大学院入学後に補完的な専門教育を提供するプログラムを用意する。外国人留学生

や社会人学生においては、これまで母国や実社会で培ってきた経験を活かし、本専攻で提供

される教育とダイナミックに融合させ、実地経験にもとづいた多様な観点から国際・地域課

題に取り組む学識と能力を涵養する。 

 

「南加賀・北陸文化資源学特論」 

「南加賀・北陸文化資源学特論」は、グローカル文化学専攻の教員が、ヘルスケアシステ

ム科学や生産システム科学の教員とコラボし、学びを融合させ、南加賀・北陸地域の文化資

源について考える科目である。南加賀および北陸に横たわっている文化資源を、文化資源と

地域づくり、次世代育成のための健康教育、データ解析の実際、という三つの角度から検討

することは文系の学生にとっても重要である。これら他の研究分野の教員と協働して、地域

文化資源を社会的財産として捉え、地域創生に寄与する大きな文化政策を構想するもので

ある。南加賀および北陸地域の「地域創生」を、先端的な理論と実践を以って考える科目と

して、本学大学院の特色の一つとして位置づけている。本科目は、学部科目の「南加賀の歴
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史と文化」、修士課程の「地域資源学特論」や「サステイナブル コミュニティ創造特論」や

「次世代生産システム特論」、そして博士課程の「南加賀・北陸文化資源学特論」という連

続性の下、地域課題に具体的な提言を行う能力を養う。 

 

「国際文化学特論 A」 

「国際文化学特論 A」では、主に英語と中国語を研究対象言語とし、当該言語の諸相を知

り、その背景にある当該文化圏の文化を日本文化も含めて、より深く理解することを主な目

的とする。そのために、言語学や文学を切り口とし、研究上の諸問題と最先端の研究課題に

ついて、理論や研究成果、統計データを用いて考察する。英語と中国語は、世界で会話に使

用されている言語として、いずれも上位を占め、これらの言語の特性を理解することにより、

結果として高度な外国語運用能力を高めることに結びつく。本科目は、修士課程の「言語文

化特論 A」（英語文化圏）や「言語文化特論 B」（漢字文化圏）との連続性を有し、自立した

研究者としての具体的な研究力の発信と言葉の諸相についての一定のメッセージを社会に

還元する能力を養うことをめざす。 

 

「国際文化学特論 B」 

「国際文化学特論 B」では、「中東」、「旧ソ連」をキーワードとし、国際的な課題を社会

科学的視座に基づいて、課題解決の提言を行う。中東メディアの存立構造と世界、ロシア・

CIS および中・東欧を含む新興経済諸国の研究を扱い、先端的な理論に基づき考察する。本

科目は、修士課程の「グローバルスタディーズ特論 B」（中東・旧ソ連）と連続性があり、自

立した研究者として、課題解決のための具体的な方策を考え、簡潔で実効性のある提言を行

う能力を養うことをめざす。 

 

「グローカル文化学特論 A」 

「グローカル文化学特論 A」では、「経済」、「文化人類学」、「考古学」をキーワードとし

て、海外の事例を十分踏まえたうえで、新産業を生み出す地域社会システム、観光地で生産

され消費される文化イメージ、文化資源学による世界遺産の保存と活用等の諸問題に向き

合い、先端的な理論を用いて課題解決のための考察を行う。本科目は、修士課程の「地域資

源学特論 A」や「多文化共生社会特論 A」との連続性があり、本科目において、自立した研

究者としての具体的な提言を観光学的視座から行なう能力を養うことをめざす。 

 

「グローカル文化学特論 B」 

「グローカル文化学特論 B」では、「観光」、「多文化共生」、「心理学」をキーワードとし

て、地域観光の促進とそれに伴う地域の再生、地域づくりに焦点をあてるものである。地域

観光の促進に必要な市民力、社会の分裂回避のための方策、環境適応と行動変容に関する心

理学的アプローチ等に焦点をあて、先端的な理論を用いて、課題解決のための考察を行う。
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本科目は、修士課程の「地域資源学特論 B」や「多文化共生社会特論 B」、「コミュニケーシ

ョン特論」との連続性があり、本科目において、自立した研究者としての具体的な提言を観

光学的視座から行なう能力を養うことをめざす。 

 
５ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（１） サステイナブルシステム科学研究科の教育方法等の基本的な方針 

 本研究科では、個々の学生の研究目的と能力に応じた効果的な教育・指導を行う。多様な

専門知を備えた人材の育成を図るため、他専攻の教員も加えた複数の教員による指導体制

を構築する。自専攻からは主任指導教員１名と副指導教員１名の２名の教員による指導体

制を基本とし、他専攻からも専門分野を超えた学位論文執筆の基礎となる特別研究に関し

て助言・指導を行うアドバイザー教員１名以上を配置する。入学時から複数指導教員による

きめ細やかな面談等を行い、教員学生間の信頼関係を築く。さらに、学生のニーズと能力の

把握に努め、履修計画に沿って研究指導方法を決定する。その後も随時面談や Salon de K

などの学内評価会を実施して、達成度の確認を行い、必要があれば、指導方法等の変更を行

う。 

 教育方法については、講義、グループワークやディスカッションを取り入れた演習、プレ

ゼンテーションなどを含む。また、特別研究については、研究計画書の提出を経て、テーマ

により調査、実習、実験などを行い、最終的には博士論文にまとめる。 

 本学大学院サステイナブルシステム科学研究科では、このような教育方法によって、サス

テイナビリティに貢献しうる（１）社会的視野に立った課題発見・解決能力（ELSI）の涵養、

（２）他分野を包摂する幅広い関心や学識、すなわち総合知に立脚した高度な専門力の醸成

を図る。これにより、生産システム科学、ヘルスケアシステム科学、グローカル文化学各専

攻の専門性を深めつつ、広くサステイナブルシステム科学に貢献し、それぞれの分野で指導

的立場になりうる人材育成をめざす。 

 また、「４ 教育課程編成の考え方と特色（３）サステイナブルシステム科学研究科の教

育課程編成の考え方と特色」で既述したように、学生に他分野のことも学べる多様な学修の

機会を与え、専門性の幅を広げ、俯瞰性をもたせるため、他専攻が開講する専攻専門科目を

選択科目として履修することもできるものとする。 

 
（２） 履修指導 

 入学当初にガイダンスを実施し、専攻毎の履修モデルを提示する。履修モデルを参考に、

指導教員が適宜学生と面談し、博士後期課程修了後の進路も視野に特別研究の計画・方法を

含む履修指導を行う。 

 研究科共通科目群を修得したうえで、グローバルな観点から、国際・地域課題を研究し、

異文化理解と多文化共生の諸問題を考え、地域コミュニティとの調和的発展をめざす学生

のための履修モデルを資料２に示す。 
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（３） 研究指導  

ア 博士論文指導方法 

 履修指導、研究指導に係る入学から修了までの具体的なプロセスを以下に示す。 

なお、論文・学会発表は努めて国際学会での発表と国際学術誌への論文掲載を奨励すること

とする。 

 

（ア） 主任指導教員、副指導教員、アドバイザー教員の決定（１年次４月） 

 研究指導の客観性を高めるとともに、研究と論文の学術レベルを上げ、またハラスメント

を未然に防ぐため、指導は複数の指導教員で行う。主任指導教員等の決定については、学生

と個別面談を行い、希望する指導教員および研究内容の確認をし、自専攻から主任指導教員

１名、副指導教員１名、他専攻からアドバイザー教員１名を決定する。 

なお、主任指導教員、副指導教員およびアドバイザー教員の役割は次のとおりである。 
＜主任指導教員＞ 
 学生が取り組む研究の客観性、信頼性、妥当性を念頭に置き、研究の実施を指導 
しコーディネートする。 
＜副指導教員＞ 
 指導教員を補佐し、より多角的な視野から学生の研究と論文作成の助言と支援を行う。 
＜アドバイザー教員＞ 
 専門分野を超えた学位論文執筆の基礎となる特別研究に関して助言・指導を行う 

 

（イ） 履修計画の作成（１年次４月） 

 ・研究指導教員は、学生の教育・研究に必要となる授業科目について、シラバスと履修モ

デルを参考にして個々の学生の履修科目を指導する。 

 

（ウ） 研究課題の検討（１年次５月） 

 ・研究指導教員は、学生の興味・関心と能力を把握し、履修計画に沿って研究指導方法を

決定するとともに、研究課題の検討を行う。 

 

（エ） 研究課題の決定・研究計画書の作成（１年次６月） 

 ・研究指導教員は、学生の希望する研究課題、研究指導教員の専門分野、指導環境などを

配慮したうえで、学生の同意を得て研究課題を決定する。 

・学生は、決定した研究課題に関し先行研究の整理、仮説の設定を行い、研究計画書を作

作成する。研究計画について、必要な場合は本学研究倫理審査委員会の審査を受ける。 

・主任指導教員は、学生が研究計画を作成するにあたって、研究方法・文献検索方法・文

献読解方法などを指導する。 
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（オ） 研究の遂行・指導（１年次７月～３月） 

 ・学生は研究計画に沿って研究を遂行する。 

 ・指導教員は研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果をまとめさせる。 

また、後期開始前には成績通知表の結果を踏まえ、今後のスケジュールについて面談等

を行う。 

 

（カ） 研究経過の１年次報告（１年次２月） 

 ・学生は、研究の進捗について主任指導教員、副指導教員の指導を受ける。 

 ・主任指導教員は、学生の研究経過を専攻会議に報告する。 

 

（キ） 研究の遂行・指導（２年次４月～７月） 

 ・学生は研究計画に沿って研究を遂行する。 

 ・指導教員は研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果をまとめさせる。 

 

（ク） 研究中間発表会（２年次８月） 

 ・学生は、これまでの研究内容及び成果について、研究中間発表会において発表する。 

 

（ケ） 研究の進捗および取得単位状況の確認（２年次９月） 

・指導教員は、研究中間発表会で指摘された課題や問題点およびこれまでの成績通知表の

結果を踏まえ、学生と面談等を行い、今後の研究計画について助言・指導を行う。 

 

（コ） 研究の遂行・指導（２年次９月～３年次３月） 

 ・学生は研究計画に沿って研究を遂行する。 

 ・指導教員は研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果をまとめさせる。 

また、明らかになった課題や問題点があれば、指導を行う。 

 

（サ） 博士学位論文の作成・指導（３年次４月～12月） 

 ・学生は、これまでの研究成果をもとに博士学位論文の作成を開始し、主任指導教員のも

とで博士学位論文をまとめる。 

 ・主任指導教員は、博士学位論文の構成や図表の作成、文献の整理・引用等、論文のまと

め方を指導する。 

 

（シ） 博士学位論文題目提出（３年次 10月） 

 ・学生は、主任指導教員および副指導教員と相談のうえ、博士学位論文の概要と題目を決

定し、提出する。 
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（ス） 博士学位論文予備審査（３年次 11月） 

 ・学生は、予備審査のために博士学位論文の草稿を提出する。予備審査では、予備審査委 

員会において学生は論文の説明、質疑応答を実施する。 

 

（セ） 博士学位論文の提出（３年次１月） 

 ・学生は、博士学位論文を 1月の指定された期日までに学長に提出する。学長は、専攻会

議に博士学位論文の受理審査を求める。 

 

（ソ） 博士学位論文審査会（３年次２月） 

 ・学生は、博士学位論文審査（最終試験）において、論文の説明、質疑応答を実施する。 

 

（タ） 博士学位論文発表会（３年次２月） 

 ・学生は、博士学位論文審査終了後の発表会において、論文の説明、質疑応答を実施する。 

  

イ 博士論文作成の倫理的手続き 

 研究及び博士論文作成にあたっては、主任指導教員の指導のもと、十分な倫理的配慮を行

なうようにする。特に、人を対象とする医学系研究を行う際は、本学で制定、運用されてい

る規程を大学院学生の研究にも適用する。具体的には、１年次の研究課題の決定後、公立小

松大学研究倫理審査委員会に審査を申請し、承認を受けた後、研究を進めることとする（資

料３）。 
以下の表に、修了までの博士論文指導と科目等の履修スケジュールを示す。 
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（標準モデル）

指導内容 備　　　　考

４月 主任指導教員、副指導教員、アドバ
イザー教員の決定

学生本人と個別面談を行い、学生が希望する指導教員及
び研究内容の確認を行い決定する。

前期履修説明会、個別ガイダンス
履修計画の作成 学生の教育・研究に必要となる授業科目について、シラ

バスと履修モデルを参考にして個々の学生の履修科目を
指導する。

５月 研究課題の検討 学生の興味・関心と能力の把握に努め、履修計画に沿っ
て研究指導方法を決定するとともに、研究課題について
検討を行い決定する。

６月 研究課題の決定、研究計画書の作成 学生の興味・関心と能力を把握し、履修計画に沿って研
究指導方法を決定するとともに、研究課題の検討を行
う。学生が研究計画を作成するにあたって、研究方法・
文献検索方法・文献読解方法などを指導する。

研究倫理審査委員会の審査 研究計画書について、必要な場合は研究倫理審査委員会
の審査を受ける。

７月〜３月 研究の遂行・指導 研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果を
まとめさせる。

９月 前期成績通知表配布 後期開始前に、成績通知表の結果を踏まえ、今後のスケ
ジュールについて面談等を行う。

研究の進捗及び取得単位状況の確認

10月 後期履修説明会、個別ガイダンス、
履修登録

２月 研究の進捗状況および単位取得状況
の確認

研究の進捗について、主任指導教員および副指導教員の
指導を受ける。

主任指導教員は、学生の研究経過を専攻会議に報告す
る。

４月 １年次成績通知表配布

前期履修説明会、個別ガイダンス、
履修登録

４月〜７月 研究の遂行・指導 研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果を
まとめさせる。

８月 研究中間発表会 学生は、これまでの研究内容及び成果について、研究中
間発表会において発表する。

９月 前期成績通知表配布、研究の進捗及
び取得単位状況の確認

前回の進捗報告で指摘された課題や問題点及びこれまで
の成績通知表の結果を踏まえ、学生と面談等を行い、今
後の研究計画について助言・指導を行う。

９月～３月 研究の遂行・指導 研究の進捗状況を把握し、随時指導を行い、研究結果を
まとめさせる。また、明らかになった課題や問題点があ
れば、指導を行う。

10月 後期履修説明会、個別ガイダンス、
履修登録

４月 ２年次成績通知表配布
前期履修説明会、個別ガイダンス、
履修登録

４月〜12月 博士学位論文の作成・指導 主任指導教員は、博士学位論文の構成や図表の作成、文
献の整理・引用等、論文のまとめ方を指導する。

９月 前期成績通知表配布

研究の進捗及び取得単位状況の確認

10月
後期履修説明会、個別ガイダンス、
履修登録
博士論文題目提出 主任指導教員および副指導教員と相談のうえ、博士論文

の概要と題目を決定し、提出する。
11月 博士学位論文予備審査 学生は、予備審査のために博士学位論文の草稿を提出す

る。予備審査では、予備審査委員会において学生は論文
の説明、質疑応答を実施する。

１月 博士学位論文の提出 学生は、博士学位論文を1月の指定された期日までに学
長に提出する。学長は、専攻会議に博士学位論文の受理
審査を求める。

２月 博士学位論文審査会 学生は、博士学位論文審査（最終試験）において、論文
の説明、質疑応答を実施する。

博士学位論文発表会 学生は、博士学位論文審査終了後の発表会において、論
文の説明、質疑応答を実施する。

３月 学位記授与

修了までのスケジュール表

時　期

１
年
次

２
年
次

3
年
次
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（４） 修了要件 

 博士後期課程の学位取得に必要となる単位数は、研究科共通科目 4単位、専攻専門科目 2

単位以上、特別研究科目 12単位の計 18単位以上とする。 

 

科 目 区 分 必修科目 選択科目 合 計 

研究科共通科目 4単位 － 4単位 

専攻専門科目 － 2単位以上 2単位以上 

特別研究科目 12単位 － 12単位 

修了要件単位数 18単位以上 

 

修了要件は、本大学院サステイナブルシステム科学研究科グローカル文化学専攻博士後

期課程に原則として３年以上在学し、上記に示した 18単位以上を修得し、かつ必要な研究

指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、公立小松大

学大学院学則に基づき、以下の認定要件を充足した者については、標準修業年限未満での修

了（早期修了）を認める。 

 

ア 標準修業年限未満での修了（早期修了）認定要件 

 博士後期課程における早期修了は、在学中に優れた研究業績を上げた者として専攻会議 

が認めた場合に限り、標準修業年限にかかわらず、２年以上３年未満の在学期間による早期

修了を認めるものとする。専攻会議は、優れた研究業績を上げた者として認めるにあたって

は、当該者が在学中に必要単位を取得して博士論文を作成し、予備審査及び本審査において

合格するとともに、次に挙げるすべての早期修了要件を満たすことを要件に早期修了を認

めるものとする。 

 ① 在学中に学術雑誌への査読付き論文を２編以上掲載、もしくは掲載許可を得ること。 

 ② 学会・研究会等での発表を１回以上行なうこと。 

 ③ 修了に必要な単位をすべて修得していること。 

 

イ 早期修了申請および手続き 

 早期修了の対象となり、その意向をもつ者は、研究指導教員の指導のもと、研究科委員会

に申請し、承認を得なくてはならない。早期修了の対象となる者とは、上記①②③を充足す

るとともに、適切な進度で研究を遂行できている者である。 
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（５） 成績評価 

ア 単位の取得 

 学則に基づき、授業科目を履修した者には、科目内容の理解度と修得スキルの習熟度を評

価し単位を認定する。認定方法は、各種試験、発表、レポート等の成果物、授業や演習への

取り組み方などにより、授業科目担当者が科目の特性を考慮して定める。 

 
イ 授業への出席 

 専門共通科目における基盤的リテラシーの修得、専攻専門科目における高度な専門的学

識と能力の涵養、専門応用科目における持続社会創出への意欲の醸成には、授業時間におけ

る担当教員との直接的な交流は極めて重要である。このため、単位修得のためには、授業時

間数の２/３以上の出席を原則とする。 

 

ウ 成績の評価 

 各授業科目の成績評価は、S（100 点～90 点以上）、A（90 点未満～80 点以上）、B（80 点

未満～70点以上）、C（70点未満～60点以上）、D（60点未満）の５段階の分類とし、C以上

を合格とする。 

 成績評価に応じて下記の通り、グレードポイント（4.0～0.0）の平均値を示す GPA（Grade 

Point Average）制度を導入する。この GPA制度を導入することで、学生は学位取得に必要

な学科目全体の修得度を客観的に把握できる。そのため、学業成績通知書には GPAも含めた

成績評価を記載し、各学生に通知する。 

 

 

GPA ＝ 

 

 

グレードポイント 評価（表示） 点 数 

4．0 S 90点以上 

3．0 A 80点以上 

2．0 B 70点以上 

1．0 C 60点以上 

0．0 D 59点以下 

 

（６） 学位論文審査体制、公表の方法 

ア 学位論文に係る修了認定の客観性及び厳格性を確保する方法 

 学位論文については、主審査員（１名）、副審査員（２～３名）からなる学位論文審査会

を専攻毎に組織して審査を行う。副審査員の少なくとも１名は他専攻教員とする。 

（各科目のグレードポイント × 各科目の単位数）の合計 

履修登録単位数の合計 
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 審査員は、研究科長が専攻の意見を聴き、当該論文を指導した主任指導教員を除く教員の

うちから選任し、主審査員については、学位論文提出者の専門分野に関係の深い学術領域の

研究指導教員に務めさせる。主審査員を務める研究指導教員は、本学の「公立小松大学大学

院サステイナブルシステム科学研究科担当教員の資格判定基準」（資料４）に定める准教授

以上とする。なお、副審査員の選定に際しては、学位論文提出者の専門分野以外の教員が副

審査員として加わり、幅広い視野から公正かつ厳格な審査が可能な体制の構築がなされる

よう配慮する。副審査員を務める教員も、原則本学の上記教員資格判定基準に定める准教授

以上とする。 

学位論文に係る修了認定については、次のとおり、審査委員会及び各専攻における審査結果

に加えて、博士学位論文発表会での結果を総合的に検討するなど慎重かつ厳格に行う。審査

に通った学位論文については、本学紀要等を含め、適宜公表する。 

 

（ア） 予備審査（３年次 11月） 

 学位論文の予備審査を受けようとする学生は、修了年次の 10月に、各専攻長を経て、研

究科委員会に予備審査願と学位論文の要旨の草稿等を提出する。 

研究科委員会は、提出された内容について、学位論文の審査開始の適否の判定を行うため、

予備審査委員会を設置する。審査員(主査１名及び副査２～３名)は、原則として研究科所属

の教員の中から、研究科委員会の議を経てサステイナブルシステム科学研究科長(以下「研

究科長」という。)が選任し、学生に通知する。 

予備審査委員会は、学位論文の審査開始の適否の判定を終了した時は、その結果をまとめ、

文書で専攻長を経て、研究科委員会に報告する。 

研究科長は、研究科委員会の議決に基づき、学位論文の審査開始の適否の決定をする。 

 

（イ） 博士学位論文審査（３年次１月） 

 学位論文の審査を受けようとする学生は、修了年次の１月に、専攻長及び研究科長を経て、

博士学位論文審査願及び学位論文等を学長に提出する。この場合、学位論文は、その一部が、

提出までに筆頭著者として、学会での研究発表を行い、学外の査読付き学術論文に掲載（掲

載確定通知も可）されていなければならない。 
研究科委員会は、学長が学位論文の受理を決定した後、直ちに審査委員会を設置する。こ

の場合、特別な事情のない限り、審査委員会の委員は予備審査会と同じ構成員とする。 
審査委員会は、学位論文の審査並びに学位論文に係る口述による最終試験を終了したと

きは、学位授与に係る判定を行い、速やかにその結果をまとめ、文書で専攻長を経て、研究

科委員会に報告する。 
専攻長は、各専攻において学位判定会議を招集し、その結果について、文書で研究科委員

会に報告する。 
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（ウ） 博士学位論文発表会（３年次２月） 

研究科委員会は、広く意見を求めるため、学位論文の審査に係る主査及び副査の他、学内

外の者の参加を募り、博士学位論文発表会を開催する。公聴会においては、学生から学位論

文の内容の説明を 40 分、質疑応答 20分を実施する。 

 

（エ） 学位判定会議（３年次３月） 

研究科委員会は、学生の単位取得状況、審査委員会及び各専攻の審査結果、博士学位論文

発表会の結果を総合的に検討し、同委員会としての学位授与に係る議決を行う。合格は、委

員の３分の２以上の者が出席し、出席委員の３分の２以上の賛成を得る必要がある。 

 

６ 基礎となる修士課程との関係 

公立小松大学大学院サステイナブルシステム科学研究科博士後期課程の生産システム科

学専攻、ヘルスケアシステム科学専攻、グローカル文化学専攻は、それぞれ公立小松大学大

学院サステイナブルシステム科学研究科博士前期課程の生産システム科学専攻、ヘルスケ

アシステム科学専攻、グローカル文化学専攻から接続する専攻と位置付けられる。博士前期

課程の各専攻では、学部の教育内容を踏まえて、高度な専門職業人を育成するとともに、教

育者及び研究者となりうる基本的能力を身に付けられるよう専攻専門科目を設定した。博

士後期課程と博士前期課程の科目区分は、図４のように対応する。 

博士前期課程における教育理念である、「持続可能な社会のシステムを科学する」ための

教育を担っている「専門共通科目」、「専門応用科目」および「分野横断的専攻専門科目」は、

博士後期課程では、さらなる展開と深化、そして高度専門能力に立脚した総合知の育成をめ

ざして「研究科共通科目」と「専攻専門科目」に集約する。これらの科目群においては、対

象を「持続可能な社会」から「持続可能な地球システム」へと拡大する。ここでは人類が地

球上に置かれている状況を科学するうえで、地球規模の時間的および空間的スケールを視

野に入れることを目的に設定した。 

博士前期課程における「専攻専門科目」と「分野横断的専攻専門科目」は、博士論文のベ

ースとなる高い専門性を涵養する目的で、「専攻専門科目」へ集約させる。 

さらに、博士前期課程における「修了研究」に対応して、博士論文執筆の直接的テーマに

関連して、高度な専門知識と多角的視野からの学識の修得および研究能力の醸成をめざし

て「特別研究」を配置した。   

また、本研究科の専任教員の多くが既設の修士課程３専攻および３学部の専任教員であ

り、学部と修士課程とも連携を取りながら、一体的な運営が可能である。 
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図４ 修士課程（博士前期課程）の科目区分と博士課程（博士後期課程）の科目区分 
 

７ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合 

本大学院サステイナブルシステム科学研究科博士後期課程では、多様なメディアを高度

に利用した授業を行う。本博士後期課程には社会人学生の入学も想定しており、職を辞する

ことなく在職のまま本学に在学し、学び続けられる環境を提供する必要がある。社会人学生

への学習の機会を提供するため、平日夜間や土日に授業を編成するとともに、遠隔授業も活

用することで、社会人にも受講しやすい環境を構築する。また、本博士後期課程は各専攻が

拠点とするキャンパスがそれぞれ異なるが、遠隔授業を行うことにより、３キャンパス間の

地理的な距離を補い、学生・教員双方のキャンパス間の移動による負担を解消する。 
 

（１） 実施方法 

 遠隔授業は Microsoft 社が提供する「Microsoft Teams」を用いてインターネット回線に

接続し行う。このシステムは音声及び映像の「同時」かつ「双方向」の配信が可能であり、

このシステムを用いた遠隔授業は、平成 13 年文部科学省告示第 51 号の要件を満たしてい
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る。各キャンパスには遠隔授業に対応できる十分な Wi-Fi 環境が整備されており、キャン

パス内のいずれの講義室や院生研究室においても受講が可能である。 
 
（２） 実施場所 

遠隔授業の実施場所は、各キャンパスの講義室とする。各キャンパスの講義室には、対面

授業と同時に遠隔授業を実施可能な設備がすでに整備されており、教員はこの設備を利用

することで、自らが所属するキャンパスで対面授業を行うと同時に遠隔授業を実施するこ

とが可能となる。学生が遠隔授業を受講する場合は、各キャンパスの講義室又は院生研究室

等、学修に適した場所で遠隔授業を受講することとする。また、社会人学生については、イ

ンターネット環境が整った自宅または職場の会議室等の学修に適した場所での受講が可能

となり、働きながらでも本博士後期課程の授業の受講が容易となる。 
なお、多様なメディアを高度に利用した授業を行うにあたって、公立小松大学大学院学則

に、下記のとおり第 11条第２項を追記する。 
 
公立小松大学大学院学則 
第５章 教育方法、授業科目、単位及び履修方法 
（教育方法） 
第 11条 （略） 
（追記） 
２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
 

８ 「大学院設置基準」第 14条による教育方法の実施 

（１） 第 14条適用の必要性 

本博士後期課程においては、社会人が仕事を続けながら大学院教育を受けられるように

するため、大学院設置基準第 14 条に基づき、平日の夜間や週末及び夏季休業等の期間にお

いても、授業または研究指導を行うことができる教育環境を整備する。 
 
（２） 修業年限 

標準の修業年限は３年とする。長期履修制度を導入し、修業年限を４年、５年、６年とす

ることが可能であるが、在学年限６年を超えないものとする。長期履修については、出願時

に選択できる。また、所定の手続きにより、出願時に選択した修業年限を３年から４年等へ、

４年から３年等へ変更することができるものとする。 
 
（３） 履修指導及び研究指導の方法 

夜間、及び週末に授業を希望する学生に対しても、昼間のみの授業を受講する学生と同様
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な履修指導及び研究指導を行う。 
 ただし、夜間や週末の授業を希望する場合は、学生が適切な教育、研究指導を受けること

ができるように、教員の勤務体制や学修ならびに研究環境を整備した上で実施する。また、

オンデマンドを含む遠隔システムの効果的利用方法も導入する。 
 特別研究科目においては、学生個々の研究課題に対して専門性と学術性を深めるために、

学生が志望する研究テーマに関する主任指導教員の他に、適宜、副指導教員や学内外の専門

家からアドバイスを受けて研究指導を補佐する複合的な研究指導体制とする。 
 
（４） 授業の実施方法 

授業は、１限目 8 時 45 分から５限 18 時までを昼間帯とし、６限目の 18 時 45 分から 19

時 45分までを夜間帯とする。必要に応じて、昼間のみ、夜間のみ、昼夜間受講ができるよ

うに、担当教員と協議の上、カリキュラム、時間割（資料５）を柔軟に設定する。また、特

別研究科目の開講時間帯についても、学生と連絡調整を行い、受講・履修等の便宜を図る。 
 さらに、修業している学生の希望により、土曜日、日曜日及び祝日の開講も可能な体制と

する。この場合においても、必要な場合は遠隔システムを効果的に利用する。 
 
（５） 教員の負担の程度 

大学院博士後期課程の教育により、担当教員はこれまでの学部及び修士課程（博士前期課

程）の教育に週２～４時間程度が加わり、負担増となる。大学院設置基準第 14条特例の実

施により勤務形態が変化する場合があるが、学内規則等の改正、時間割編成の見直しを行う

など、過度の負担とならないよう調整する。 
 
（６） 施設設備の利用方法や学生の厚生に対する配慮及び必要な職員の配置 

図書館については、学生が夜間等の開講時間帯や授業終了後（夜間の終了時間は 19時 45

分）に利用できるよう、休業期間中や年末年始などの期間を除いて、平日は閉館時間を 20

時とする。また土曜日は 9時から 17時まで開館する。また、学内には情報通信ネットワー

クが完備しており、メンテナンス期間を除き原則 24時間、365日利用可能である。 

 さらに、研究指導等の担当教員は、教育・研究面だけでなく、学生の厚生や進路指導等生

活全般について配慮する。 

 学生は、保健室、学生相談室、食堂、サークル室及び体育館等の大学厚生施設が利用でき

るとともに、相談教員による相談やキャリアサポートセンターによる就職支援を受けるこ

とができる。 

 なお、学生との事務連絡等に関する開講時の夜間等の対応については、事務局窓口に設置

する時間外専用受付ポスト、学内の大学院生専用掲示板、公立小松大学ポータルサイトに掲

載する学生掲示板の活用によって緊密な連絡を図ることが可能であるようにする。 
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９ 入学者選抜の概要 

（１） サステイナブルシステム科学研究科のアドミッション・ポリシー 

上記のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを達成するために、本研究科は以 

下の資質を持つ者を求める。 

AP－１ 本学の修士課程が有する生産システム科学、ヘルスケアシステム科学、グローカル

文化学の各専攻およびこれに相当する高等教育機関において基盤的な知識と技能を

学修し、各専攻の専門領域に関する実習を了えた者。 

AP－２ 地域と世界の持続可能性への高い志を有し、持続可能な社会実現のために、既存の

アカデミズムの枠組みにとらわれず、活用可能なアイディアを現場と連携して創出

することに強い興味と意欲を持つ者。他分野にも関心をもち、人類全体と身近な生活

圏の持続可能性に係る課題を発見し、解決への道筋を示す意欲を有する人。 

AP－３ 個々の専門性を深めるなかで、国内外の研究者に対して共鳴力と協調性をもって

コミュニケーションでき、生命の尊厳と人間性を重んじる倫理観をもって課題に向

き合うことができ、課題解決への強い意志を有する人。 

 

（２） グローカル文化学専攻博士後期課程のアドミッション・ポリシー 

 サステイナブルな社会を人文科学的・社会科学的視座から達成するために、先見的かつ総

合的な道筋を提案し、国際・地域課題の解決に取り組む人材を養成することを目的としてい

る。このような観点から、つぎのような能力・資質を備えた入学者を求める。 

AP－４ 高等教育機関において基礎的な知識と技能を学修し、専門基礎に関する知識を有

する者。 

AP－５ 言語文化学・政治経済学・観光学の専門性を深めるなかで、豊かな創造性と歴史感

覚を働かせるとともに、既存のアカデミズムの枠組みにとらわれない、先見的かつ総

合的な道筋を提案できる人。 

AP－６ 南加賀および北陸と国際社会の持続可能性に関する諸課題を発見し、解決に必要

な能力と技術を備え、自国の文化に誇りを持ち、地域社会の文化的多様性を探求する

力を養い、地域課題の解決に指導的役割を果たしたい人。 

 

（３） 選抜方法 

 入学者の選抜は、多様な志願者を対象に、透明性・公平性を担保しつつ、アドミッション・

ポリシーに基づいた人材を確保するため、専攻毎に一般選抜、社会人特別選抜、外国人留学

生特別選抜の区分を設け、選抜を行う。社会人特別選抜にあたっては、社会人としての経験

を基にした勉学意欲と研究に取り組む姿勢を評価する。外国人留学生特別選抜にあたって

は、外国語・日本語の素養を審査し、英語および日本語の能力が著しく低い場合は不合格に

することがある。入学後は、留学生の必要や希望に応じ日本語教育の機会を与える。 
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① 募集人員 １名 

② 選抜方法 

◯ 一般選抜 

  書類審査（学士論文、修士論文又はこれに準ずるものの写し及び研究計画書）、口述試

験及び、専門分野についての学力と当該分野の研究に必要な外国語能力を問う試験を課

す。 

  口述試験は、学業成績証明書に基づき、志願者の専門知識や地域が抱える諸課題の解決

に向き合う勉学への意欲を評価する。 

◯ 社会人特別選抜 

  書類審査（修士論文又はこれに準ずるものの写し及び研究計画書）と口述試験（専門分

野についての学力と当該分野の研究に必要な英語力、および社会人としての経験を基に

した勉学意欲と研究に取り組む姿勢を問う）、学業成績証明書に基づき、志願者の専門知

識や地域が抱える諸課題の解決に向き合う意欲と資質を総合的に評価する。 

◯ 外国人留学生特別選抜 

  書類審査（修士論文又はこれに準ずるものの写し及び研究計画書）、口述試験及び、

専門分野についての学力と当該分野の研究に必要な外国語・日本語能力を問う試験を課

す。 

  口述試験は、学業成績証明書に基づき、志願者の専門知識や地域が抱える諸課題の解決

に向き合う勉学への意欲を審査する。 

 なお、修士課程を修了していない者については、入学までの間に、日本学術振興会（JSPS）

で実施している研究倫理研修会（e-ラーニング）を受講させ、修了証明書を入学時に提出さ

せるとともに、入学後は、指導教員が論文を作成するうえでの研究倫理等について丁寧に指

導を行うこととする。 

 
１０ 養成する人材像と３つのポリシーの対応表 

 「２ 研究科の理念と後期課程の教育目的」では、育成すべき人材像について明らかにし

た。それに続き、研究科後期課程における研究科と本専攻のディプロマ・ポリシーについて

述べ、人物像をより具体的な教育成果として表出した。これを受けて「４ 教育課程編成の

考え方と特徴」においては、研究科と各専攻におけるカリキュラム・ポリシーが策定され、

本専攻における具体的な授業科目群がデザインされた。そして「入学者選抜の概要」におい

ては、研究科と本専攻の求める入学者の人物像をアドミッション・ポリシーの形でより具体

的に示された。これらの繋がりが端的に俯瞰できるように、人材像から、ディプロマ・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーへの流れを表に示す。（資料６） 
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１１ 教員組織の編成の考え方と特色 

（１） グローカル文化学専攻博士後期課程の教員組織の編成と基本的考え方 

グローカル文化学専攻の専攻専門科目を担当する教員は、自らの専門分野に応じて３つ

のいずれかの領域の主要科目を担当し、教育研究活動に取り組む。 

「南加賀・北陸文化資源学特論」の担当は、学部で観光系と言語文化系の科目を担当する

教授１名、准教授１名を配置する。 

「国際文化学特論（A・B）」の担当は、学部で政治経済と言語文化系の科目を担当する教

授１名、准教授５名、講師１名を配置する。 

「グローカル文化学特論（A・B）」の担当は、学部で国際観光地域創生系の科目を担当す

る教授３名、准教授３名を配置する。 

研究科における国際文化学領域には、教授９名、准教授８名、講師１名の合計 18名とな

り、経験豊富かつ研究業績の申し分のない教授陣と若手教員をバランスよく配置すること

ができた。なお、博士号学位取得者は 14名（77.8％）である。また、開学時の平均年齢は

52.4歳となり、全体として職位、年齢ともにバランスのよい人数配置を実現できた。なお、

上記の中には、本領域での専門科目の担当者として、外国人教員２名を含む。 

 なお、教員の選考にあたり、本領域が取り組む教育研究内容に関する十分でかつ優れた研

究業績があること、また本領域において研究プロジェクトを立ち上げる能力がある人、そし

て地域や世界の人々との交流や協働によって教育研究活動を実施する機会が多いことから、

産学官民の協働のあり方に精通した人材も重視して選考を行った。 
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グローカル文化学専攻博士後期課程に配置する専任教員

杓谷　茂樹
国際・地域特別実習
グローカル文化学特論A
特別研究

観光人類学、文化人類学

中村　誠一

人類の持続的発展の科学
国際・地域特別実習
グローカル文化学特論A
特別研究

考古学、文化資源学、地域研究

朝倉　由希

国際・地域特別実習
南加賀・北陸文化資源学特論
グローカル文化学特論B
特別研究

文化政策、芸術学、地域研究

木村　誠
国際・地域特別実習
グローカル文化学特論B
特別研究

心理学、実験心理学

清　剛治
国際・地域特別実習
グローカル文化学特論A
特別研究

経済学、経営学、地域研究関連

中子　富貴子
国際・地域特別実習
グローカル文化学特論B
特別研究

観光学、観光社会学、地域観光

一ノ渡　忠之
国際・地域特別実習
国際文化学特論B
特別研究

国際経済学、国際貿易論

千葉　悠志
国際・地域特別実習
国際文化学特論B
特別研究

地域研究、政治学、アジア・アフリカ史

鐘　以江
人類の持続的発展の科学
国際・地域特別実習
特別研究

日本・東アジア近現代史、宗教文化研究

西島　薫
国際・地域特別実習
国際文化学特論B
特別研究

地域研究、文化人類学・民俗学、
政治人類学

岡村　徹
国際・地域特別実習
特別研究

英語学、言語学、社会言語学

小原　文衛
国際・地域特別実習
国際文化学特論A
特別研究

アメリカ文学、映画研究

西村　聡
国際・地域特別実習
南加賀・北陸文化資源学特論
特別研究

文学、史学、芸術学

島内　俊彦
国際・地域特別実習
特別研究

人間情報学、科学教育・教育工学

長辻　幸
国際・地域特別実習
国際文化学特論A
特別研究

言語学、語用論、日英対照

橋本　貴子
国際・地域特別実習
国際文化学特論A
特別研究

言語学、文献学、中国語音韻史

Dennis Wayne
Harmon Ⅱ

国際・地域特別実習
国際文化学特論A
特別研究

教育哲学、精神分析、アイデンティティ

そ

の

他

関

連

分

野
横川　善正 SDGsと社会のガバナンス 哲学、芸術学、文学

専門分野

国
際
観
光
地
域
創
生
分
野

言
語
文
化
分
野

研究

領域 氏　　名 担当授業科目の名称

政
治
経
済
分
野
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（２） 教員の年齢構成 

 開設時における本研究科博士後期課程は、専任教員 51名で組織し、職位毎の人数は教授

35名、准教授 15名、講師１名である。専任教員の年齢構成は、30～39歳 ５名、40～49歳 

13名、50～59歳 17名、60～69 歳 ９名、70歳以上７名であり、各世代がバランスよく分

布しており、教育研究を安定して行うことができる体制となっている（資料７）。 

 また、グローカル文化学専攻においては、専任教員 18名で組織し、職位毎の人数は教授

９名、准教授８名、講師１名である。専任教員の年齢構成は、30～39歳 ２名、40～49歳 ６

名、50～59 歳 ５名、60～69 歳 ４名、70 歳以上１名であり、平均年齢 52.4 歳である。博

士後期課程発足を盤石な体制で臨むため、教育研究に経験豊富な 70歳以上の教員を１名配

置した。 

 なお、本学教員の定年は、「公立大学法人公立小松大学職員就業規則」第 29 条の規定に

より満 65 歳と規定されているが、第 30 条の特例規定に基づき延長することができること

になっている。この規定により本研究科では 11 名の専任教員について、65 歳を超えて雇

用することとしている（資料８）。その後、当該退職教員の専攻分野を踏まえて、新たな教

員を選考、採用することとするが、退職時期を見据え、当該専攻分野の教員が途切れないよ

う計画的に教員確保に努めていく。また、将来を見据えて若手教員を後継者として育成して

いく。 

 

１２ 研究の実施についての考え方 

（１） 研究実施について基本的考え方 

南加賀の研究拠点として、特色ある基礎研究、応用研究、学際研究、分野融合型研究に取

り組み、発明・発見と新たな学術分野の開拓に努めるとともに、成果を世界に発信する。併

せて、地域が抱える課題解決や住みよさ向上等のニーズに応じた研究を組織的に推進する

ことを本研究科における研究実施の基本理念とする。以上の理念を実現する目的で、グロー

カル文化学専攻においては自由闊達な研究環境を基盤とし、かつ地域及び世界の持続的発

展に寄与する研究を推進し、世界からもその存在を認められる研究分野の確立をめざす。 
 

ア 基盤研究費の学内支援 

本研究科においては、基盤的研究のための十分な基盤研究費を各教員に充当し、研究のイ

ンセンティブ向上を図ってきた。さらに全学的な研究交流を促す環境作りを進めてきた。各

学科、専攻の裁量で自由に使うことができる「研究発展・向上費」（上限 50万円）を設定し、

若手教員のスタートアップを支援する等の個別研究テーマを推進する研究支援システムが

既に実績を積んできた。また、先端的および研究科内各専攻間の分野横断的融合研究を推進

するため、2019年度から 2021年度まで実施してきた学内競争的研究支援「みらい」（2年間

で総額 100 万円）に代わり、2022 年度より、学科間の連携を条件としている新たな学内競

争的研究費「つよみ」（2 年間で総額 500 万円）を新設し、より意欲的な研究の萌芽創出と

-設置等の趣旨（本文）-37-



研究設備の充実をめざしている。 

 

イ 学際・分野融合型研究の推進 

学内における研究活動について研究科教員全員が共有し、各専攻間の学際・分野横断的研

究を育成するため、通称‘Salon de K’と呼ばれる学内研究講演発表会を定期的に開催して

いる。今後も、学内での自由闊達な研究環境を醸成する目的で継続する計画である。 
 

ウ 地域課題解決 

地域連携推進センターが主催し、シーズ・ニーズマッチングシンポジウムをこれまで定期

的に開催し、これまで数多くの共同研究が成立してきた。今後も、本研究科の研究の強みを

地域社会へ継続的に発信してゆく計画である。 
 
（２） 実施体制 

ア 研究の管理運営体制 

本学研究科は前期課程の収容定員 42名、後期課程の収容定員 12名、専任教員 47名の比

較的小規模な研究組織である。そのため、基盤研究費の配分、学内競争的研究費の採択等に

ついては、毎月開催される部局長等連絡会議、教育研究審議会において議論される。また、

共同研究、受託研究などの外部資金の受け入れ、薬品の管理等については研究・社会連携委

員会において審議される。さらに、人を対象とする医学系研究の実施については研究倫理委

員会の審議を経てその実施が可能となる。加えて、遺伝子組換え実験を行う場合には遺伝子

組換え実験安全委員会の、動物実験を行う場合には、動物実験委員会の審査が必要となる。

利益相反の発生する可能性がある事案については研究・社会連携委員会の議に付される。こ

のように、研究倫理と法令遵守の下で研究が実施される体制が構築されている。 

 
イ 外部資金獲得と地域連携強化 

 特に、地域との研究連携については地域連携推進センターが窓口になり、3名の客員教員

を配置し、地域社会や地域企業の課題発掘と本学との共同研究の可能性を追求する。このセ

ンターが窓口となり、2022年度においては共同研究、受託研究を合わせて研究科全体で 14

件、総額約 1,450 万円の外部資金を獲得している。 

 また、研究助成や産官学連携に関する情報を一元管理・発信するため、情報公開用のサイ

トを開設公開し、随時掲載情報の拡張を実施している。この研究補助金情報に基づき 2022

年度は 17件、総額約 2,430万円の研究補助金が採択されている。さらに、科学研究費補助

金の獲得のために研修会を実施しており、2022年度の採択数は新規、継続併せて 40件であ

った。新規採択率は研究科全体で 29％である。より一層の獲得をめざし、今後も研修会を

継続する計画である。 
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ウ 研究支援体制 

 研究支援部門においては、工学系の粟津キャンパス内に技術職員２名が在籍しており、主

に実験装置の開発、機械加工支援、通信ネットワークのサポート等を行っている。後期課程

設置に向けて、さらに医系の末広キャンパス内に常勤技術職員１名の採用を計画している。 
 
（３） 研究環境の整備 

研究科設立に伴う研究環境を整備するため、生産システム科学専攻が所在する粟津キャ

ンパスにおいては、大学院棟（延べ床面積 600㎡）が 2022年春に竣工、直ちに供用に付さ

れた。さらに外部資金獲得や学外との共同研究を一層推進する目的で、プロジェクト研究棟

（仮称；延べ床面積約 600 ㎡）と関連する付帯設備の整備を計画中である。ヘルスケアシス

テム科学専攻では末広キャンパスにおいて研究実験棟（仮称）（約 300㎡）の整備が開始さ

れており、2023 年度中に供用に付される予定である。グローカル文化学専攻においては、

次世代考古学研究センターを、中央キャンパスに近いこまつビジネス創造プラザ内に 2023

年度中に設置する予定である。 

 

１３ 施設・設備等の整備計画 

（１） 校地、運動場の整備計画 

ア キャンパスの構成 

 サステイナブルシステム科学研究科博士後期課程の校地は、粟津キャンパス、末広キャン

パス、中央キャンパス（こまつビジネス創造プラザを含む）の３キャンパスからなる。各キ

ャンパス間は授業時間に合わせてシャトルバスを運行し、学生、教職員の便宜を図っている。 

 生産システム科学専攻博士後期課程は粟津キャンパスに設置し、既存の生産システム科

学部及び博士前期課程とキャンパスを共用する。粟津キャンパスは、JR粟津駅から１km圏

内に位置し、通学における利便性が高い。また、校地周辺は、緑地が多く静かで教育・研究

の環境として適している。敷地内には学生のクラブ・サークル活動に利用可能な運動場 14、

271.00 m²及び体育館 960.00 m²、クラブハウス棟 207.48 m²を備えている。 

 ヘルスケアシステム科学専攻博士後期課程は末広キャンパスに設置し、既存の保健医療

学部及び博士前期課程とキャンパスを共用する。末広キャンパスは、JR 小松駅から約 1.8 

km と近く、徒歩でも通学可能であり、路線バスも JR 小松駅から複数の路線(31 便(片道)/

日)が運行しており、交通アクセスが極めて良い。校地周囲には、小松市民病院、母子保健

施設、南加賀救急医療センターなど市の保健医療施設が集中し地域の中核的医療福祉ゾー

ンとなっているほか、学生の憩いの場として利用可能な末広緑地や小松運動公園にも近接

している。 

 グローカル文化学専攻博士後期課程は中央キャンパスに設置し、既存の国際文化交流学

部及び博士前期課程とキャンパスを共用する。中央キャンパスは、JR 北陸本線小松駅前に

隣接する複合施設こまつアズスクエアの２階及び３階とこまつビジネス創造プラザからな
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り、全学部の共通教育もここで行われる。JR 小松駅から複合施設こまつアズスクエアへは

徒歩約１分、こまつビジネス創造プラザへは徒歩約６分である。このエリア一帯は地域の学

びのゾーンとなっている。 

 

（２） 校舎等施設の整備計画 

 博士後期課程の大学院学生が日常に使用する研究室は、それぞれの専攻が属する粟津キ

ャンパス、末広キャンパス、中央キャンパスに設ける。 

生産システム科学専攻博士後期課程の研究室は、粟津キャンパスに新たに増設した大学

院専用教員・学生研究棟（２階建て；床面積計約 600 ㎡。以下「大学院棟」という。）の 207、

208 学生研究室を使用する。207、208学生研究室は博士前期課程との共用であるが、面積は

それぞれ約 83㎡であり、博士前期課程の大学院生と共用であっても十分な広さを確保して

いる。 

ヘルスケアシステム科学専攻博士後期課程の研究室は、末広キャンパス研究実験棟（令和

５年５月竣工）のセミナー室を使用する。セミナー室の面積は約 30㎡であり、十分な広さ

を確保している。 

グローカル文化学専攻博士後期課程の研究室は、中央キャンパス（こまつビジネス創造プ

ラザ）の研究室を博士前期課程と共用する。面積は 43㎡であり、共用であっても十分な広

さを確保している。 

粟津キャンパス、中央キャンパスのそれぞれの研究室には、机、椅子、印刷機、ミーティ

ングテーブル等の什器類が整備されており、個別作業に加えて、グループワークを行うこと

も可能である。末広キャンパスの研究室においても、同様に什器類を整備する予定である

（資料９）。 

博士後期課程の各キャンパスにおける校舎等施設の整備計画については、以下に示すと

おりである。 

粟津キャンパスには、博士前期課程と共用の大学院棟を増設し、１階部分には、トンネル

火災実証実験室（約 51 ㎡）、精密測定・恒温室（約 66 ㎡）、精密加工実験室（約 66 ㎡）、

熱流体特別実験室（約 83 ㎡）の４つの実験室を整備し、２階部分にはロボット機構学研究

室（約 83 ㎡）と大学院生研究室を２部屋（それぞれ約 83 ㎡）配置している。 

大学院棟には、以下に示す各種大型実験装置等を導入済みである。 

設備の整備の概要 

・熱流体およびエネルギー工学関連設備 

風洞システム一式（風洞、風速計測システム、流れ可視化システム）、トンネル火災実験

装置、地下水流動シミュレータ、数値計算用高性能ワークステーション６台、強制対流熱

伝達実験装置 

・材料・加工工学関連 

新規：ハイブリッド ACサーボプレス（令和４年度整備） 
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既設：５軸ワイヤ放電加工機、マシニングセンター、大型射出成形機、旋盤、フライス盤、

溶接装置、3Dプリンター4台、低温実験室関連設備 

・計測関連 

EDS 元素分析／走査型電子顕微鏡、3D形状計測／マイクロスコープ、万能材料試験機、振

動式磁場計測装置） 

・機械力学関連 

新規：産業用汎用ロボット（令和４年度整備予定） 

既設：バドミントンシャトル発射装置、産業用ロボット 

末広キャンパスには研究棟（１階建て；床面積計約 357㎡）を、新たに増設する。共同研

究室（約 257 ㎡）、培養室（約 24 ㎡）、セミナー室（約 30 ㎡）を整備し、セミナー室を博

士後期課程の大学院生研究室として使用する。竣工は令和５年５月であり、供用開始の同年

６月以前に実験設備の大部分と什器類のすべてを搬入する予定である。 

なお、講義や演習等については、３キャンパスに既設の講義室や演習室等を学部及び博士

前期課程と共同で利用する予定である。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画  

 公立小松大学は附属図書館として、中央キャンパスに中央図書館、粟津キャンパスに粟津

図書館、末広キャンパスに末広図書館を有し、各図書館に司書を配している。現在、約 65,000 

冊の図書資料を所蔵し、学術雑誌約 2,600 誌（うち電子ジャーナル約 2,500 誌）の閲覧が

可能である（資料 10）。大学院教育研究のため、電子ジャーナルを含む図書等資料のさらな

る充実を図る。附属図書館は、教育・研究活動を支援するとともに、地域社会にも開放し、

市民も利用している。 

 
１４ ２以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 

 本専攻の教育は、研究科共通科目については粟津キャンパスで、専攻専門科目および特別

研究科目については中央キャンパスで実施する。 
本学は３つのキャンパスを有し、その距離は比較的近く、大学でシャトルバスを運行する

など、キャンパス間の移動は容易であるが、時間的負担を考慮し、本博士後期課程の専任教

員と学生はキャンパス間の移動を原則として行わないものとする。研究科共通科目等の担

当教員の所属キャンパスとは異なるキャンパスで行われる授業は、前述の「Microsoft 
Teams」を用いてインターネット回線に接続し、音声及び映像の「同時」かつ「双方向」の

配信が可能なシステムにより授業を実施する。現在の学部の一部授業やミーティング等に

おいても、すでに活用しており、教職員と学生は本システムの運用と利用に習熟している 
本システムの利用により、キャンパス間で教員や学生が行き来する必要がなくなり、所属

キャンパスで教育研究を推進することができるため、キャンパス間を移動しての対面授業

と比べて時間的、体力的、経済的な負担は少ない。また、遠隔授業システムで授業を行う場
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合、システムのセットアップや様々なトラブルの対応を含め、両キャンパスに設置している

学生課職員の支援体制も整えている。さらに、遠隔授業システムによる授業が対面授業に比

べて授業後の個別質問や相談を含めたコミュニケーション構築の面で支障がないように、

授業担当教員は学生が所属するキャンパスと同じキャンパスにいる教員とともに、学生支

援に努める。 

 
１５ 管理運営及び事務組織 

 研究科に研究科長、専攻に専攻長を置く。また、大学院の教育、研究および管理運営に関

する事項を審議するための研究科委員会と専攻会議を置く。研究科委員会と専攻会議は、博

士前期課程及び博士後期課程の両課程を管理し、大学全体における管理運営との整合を図

るため、学部との連携を取りながら、研究科における教育・研究活動、教員の配置、カリキ

ュラム編成等について審議する。事務組織については、上記のとおり、学部との密接な連携

が必要であることから、大学事務局において、一元的な管理運営に努める。 

 

（１） 研究科委員会 

 研究科委員会は、以下の事項を審議し、理事長・学長が決定を行うにあたり、意見を述べ

るものとする。研究科委員会は、研究科長、専攻長、専攻あたり各１名の代表教員、および

学長がとくに必要と認める者をもって組織し、議長は、研究科長が務める。 

 一 研究科の管理運営に関する事項  

 二 教育・研究に関する事項 

 三 規則等の制定改廃に関する事項 

 四 予算に関する事項  

 五 教員人事に関する事項 

 六 中期目標・中期計画に係る自己点検・評価に関する事項 

 七 その他研究科に関する事項  

 

（２） 専攻会議 

 専攻会議は、以下の事項を審議し、研究科委員会に諮るものとする。専攻会議は、専攻長、

専攻専任教員をもって組織し、議長は、専攻長が務める。 

 一 専攻教員の選考及び身分に関する事項 

 二 学生の入学、課程の修了、休・退学に関する事項  

 三 学位論文及び学位の授与に関する事項 

 四 専攻の教育課程及び教務に関する事項 

 五 学生の身分及び厚生に関する事項 

 六 専攻の FD に関する事項 

 七 その他専攻に関する事項 
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（３） 理事会、教育研究審議会、経営審議会と大学院の関係 

 大学院の教学に係る重要事項は教育研究審議会（議長：学長）、大学院の経営に係る重要

事項は経営審議会（議長：理事長）の議を経、公立大学法人公立小松大学の最高意思決定組

織である理事会（議長：理事長）によって決定される。 

 

（４） 事務組織 

 公立小松大学の事務局の事務分掌は、公立小松大学事務組織規則によって規定されてい

る。事務局には総務課、財務課、学生課を置き、庶務、会計、教務、研究支援、入試、広報、

学生の厚生補導、図書館運営、生涯学習等に関する事務処理を行っている。本大学院に係る

事務も事務局があたる。 

 

１６ 自己点検・評価 

（１） 実施体制 

 公立小松大学には、教育研究水準の向上を図り、大学の目的及び社会的使命を達成するた

め、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う自己点検・評価委員会を設置し

ており、当該委員会が、大学院の活動状況を点検・評価する。自己点検・評価委員会には、

研究科長が委員として加わる。 

 自己点検・評価委員会は、政令で定められた期間ごとに受ける認証評価機関による認証評

価に係る業務や独立行政法人法に基づく法人の中期計画及び年度計画に関する自己点検・

評価に係る業務も担当する。 

 

（２） 実施方法 

 自己点検・評価委員会は、年度毎に大学院を含む活動の状況を点検・評価し、結果を取り

まとめて教育研究審議会、経営審議会、理事会に報告する。 

 

（３） 評価項目 

 大学院としての適切な水準を維持し、その向上を図るための指針として、評価項目を設け

る。具体的には、大学院教育組織、大学院学生の受入、学生支援、教育研究の内容・方法・

成果、管理運営・財務など、認証評価機関の定める項目に準じて設定する。 

 

（４） 結果の活用・公表 

 自己点検・評価結果は大学が業務実績報告書としてまとめ、小松市公立大学法人評価委員

会に報告され、同評価委員会から「業務実績の評価」として、大学ホームページ等を通じて

学内外に公表される。 

 また、学長、研究科長、専攻長、教員及び職員等は、評価結果を基に課題を明確にして改

善に取り組み、PDCA サイクルを円滑に機能させる。 
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１７ 認証評価 

 本学は平成 30 年４月に開学したため、未だ認証評価は受けていない。本学は、開学６年

目となる令和５年度に、一般社団法人公立大学協会によって設立された「一般財団法人大学

教育質保証・評価センター」の認証評価を受ける予定である。開設２年目である本大学院研

究科修士課程も認証評価を受け、教育研究活動の改善に取り組み、研究科の質の向上に活用

していく予定である。 

 

（１） 認証評価を受ける計画等の全体像 

・令和４年９月 認証評価機関へ入会・受信申請 

・令和４年 11月 点検評価ポートフォリオの作成 

・令和５年３月 大学評価室ヒアリング 

・令和５年５月 点検評価ポートフォリオの提出 

・令和５年６月～８月 書面評価実施 

・令和５年 10月～11 月 実地調査を受審 

・令和６年２月 評価結果の意見申立 

・令和６年３月 評価結果の確定と公表 

 
１８ 情報の公表 

 本学は公立大学であることから、市民や地域社会に対し、教育研究活動等の状況について

情報を積極的に公表していくことで、説明責任をはたし、教育の向上と質の保証につなげる。 

 公表に当たっては、学校教育法施行規則第 172条の２を踏まえるほか、学生、教職員その

他の関係者の個人情報の保護に配慮するものとする。 

 教育研究活動等の公表については、大学のホームページに教育研究活動等の状況につい

ての情報に関するページ（https://www.komatsu-u.ac.jp/disclosure/ed-information/#）

を設けて掲載しているほか、大学案内誌等の刊行により行っている。 

 教員の研究活動に関する情報は、「研究シーズ集・研究者要覧」、「紀要」を作成して公表

しているほか、講演会や公開講座等の開催により広く市民や地域社会へ伝えている。 

 大学院関連情報を含め、つぎのように公表している。 

 
（１） 大学の教育研究上の目的に関すること 

ア 大学、各学部の目的 

https://www.komatsu-u.ac.jp/about/introduction/ 

  トップ＞大学案内＞大学の理念と目的 

イ 大学院、研究科の目的 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/graduate/ 

  ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ サステイナブルシステム科学研究科 
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（２） 教育研究上の基本組織に関すること 

ア 学部・学科の名称、人材の養成、教育方針（３つのポリシー） 

https://www.komatsu-u.ac.jp/academics/ 

  ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 

イ 研究科・専攻の名称、人材の養成、教育方針（３つのポリシー） 

https://www.komatsu-u.ac.jp/graduate/ 

  ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ サステイナブルシステム科学研究科 

 

（３） 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

ア 組織図 

イ 事務機構図 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/common/images/organization-chart.pdf 

  ホーム ＞ 大学案内 ＞ 大学の概要＞組織図 

ウ 教員数（部局別・職種別・男女別）、教員の年齢構成（職種別・男女別） 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/about/outline/statistics/sennin.html 

ホーム ＞ 大学案内 ＞ 大学の概要 ＞ 各種統計資料 ＞ 専任教員数（学長、特任を除く） 

エ 教員が有する学位及び業績、授業科目の特色 

 ・学部 

https://www.komatsu-u.ac.jp/academics/teacher/ 

ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ 教員・研究者一覧 

  ・大学院 

https://www.komatsu-u.ac.jp/academics/teacher/ 

ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ 教員・研究者一覧 

https://www.komatsu-u.ac.jp/graduate/ 

ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ 大学院・専攻 の各ページ 

 

（４） 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関するこ

と 

ア 入学者に関する受入方針（アドミッション・ポリシー）、入学定員、収容定員、在学者

数、修了者数、就職者数、進学者数 

 ・大学 

https://www.komatsu-u.ac.jp/about/policy/ 

ホーム ＞ 大学案内 ＞ 教育方針（３つのポリシー） 

https://www.komatsu-u.ac.jp/about/outline/statistics/ 

ホーム ＞ 大学案内 ＞ 大学の概要 ＞ 各種統計資料 ＞ 
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・大学院 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/graduate/ 

  ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ サステイナブルシステム科学研究科 

https://www.komatsu-u.ac.jp/about/outline/statistics/ 

ホーム ＞ 大学案内 ＞ 大学の概要 ＞ 各種統計資料 ＞ 

 

（５） 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

ア 学年暦、シラバス、教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

https://www.komatsu-u.ac.jp/academics/#graduate      

  ホーム ＞ 学部、学科、大学院、専攻 の各ページ 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/campuslife/class/ 

ホーム ＞ 学生生活 ＞ 授業・履修 

 

（６） 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

ア 大学、大学院の学則、授与する学位の名称、修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・  

 ポリシー） 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/disclosure/ed-information/♯   

  ホーム ＞ 大学案内 ＞ 教育情報の公表 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/academics/#graduate 

  ホーム ＞学部、学科、大学院、専攻 の各ページ 

             

（７） 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

ア キャンパス概要、キャンパスまでの交通機関 

イ 課外活動の状況 

ウ 学修環境、アメニティ環境 

  https://www.komatsu-u.ac.jp/campusguide/    

 ホーム ＞ キャンパスガイド 

https://www.komatsu-u.ac.jp/special/campuslife    

ホーム ＞ キャンパスライフ 

 

（８） 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

ア 入学検定料、入学料、授業料 

イ 学生寮費 

ウ 保護者会費         

  https://www.komatsu-u.ac.jp/for-students/    

  ホーム ＞ 在学生の方へ 授業料、奨学金、学生支援の各ページへ 
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（９） 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

ア 入学検定料・入学料・授業料の免除について 

イ 奨学制度 

ウ 相談・指導教員等による学業支援 

エ キャリアサポート 

オ 国際交流支援 

カ 保健管理センター、学校医、心理カウンセリング、予防接種等 

https://www.komatsu-u.ac.jp/for-applicants/ 

  ホーム ＞ 在学生の方へ 授業料、奨学金、学生支援、附属施設の各ページ 

 

（10） 大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学修の成果及び学位論文に係る評

価並びに修了の認定に当たっての基準についての情報 

ア 修了要件に規定する単位数の取得 

イ 修士論文審査での合格 

https://www.komatsu-u.ac.jp/graduate/    

ホーム ＞ 学部・学科／大学院・専攻 ＞ サステイナブルシステム科学研究科 

 
１９ 教育内容改善のための組織的な研修等 

（１） 実施体制 

 本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するため、

学内に、教育職員と事務職員の代表から構成される「FD・SD推進委員会」を設置し、職員の

資質・スキルの向上を図っている。 

委員会は、次の FD及び SD の組織的な取り組みを推進するための活動を行っている。 

① 大学における FD・SDの推進計画に関すること 

② 大学における FD・SDの実施に関すること 

③ その他 FD・SDの組織的な取組推進に関すること 

委員会は、次に掲げる者により構成されている。 

① 学長 

② 副学長 

③ 学部長及び学科長 

④ 事務局長 

⑤ 総務課長 

⑥ その他学長が必要と認めた者 

本大学院においても、研究科運営委員会が「FD・SD 推進委員会」と連携して職員の資質

の向上と教育研究の充実を図っていく。 
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（２） 取組みの内容 

ア 教育研究上の理念、教育目標の認識 

 毎年度当初に新任職員を対象とした研修会を開催し、学長、事務局長等から、本大学院の

理念や目標を説明し、全職員が認識を共有して大学院教育研究を行うようにする。 

  
イ 学生による授業評価 

 大学院学生に対し、授業科目ごとに、授業に対する理解度や満足度、要望・興味等に関す

るアンケートを実施し、その結果を研究科委員会等で集計・分析し、各教員に通知するほか、

学内で共有する。教員は、この結果に基づいて必要な改善を図り、次期の授業の向上に反映

させる。授業評価の実施方法と実施項目については、学生にとって魅力のある授業が行われ

るよう、研究科委員会で検討しながら、教育の改善に役立つような内容とする。 

 
ウ 研修会の実施 

 本学では、職員の業務遂行上必要な知識及び技能の習得並びにその能力及び資質を向上

させるため、毎年１回以上の FD・SD研修会を継続的に実施しており、全職員に出席を義務

付けている。本大学院においても学部と連携し、授業検討会、外部講師による講演会、職員

研修を通し、高等教育機関の職員としての資質の向上を図っていく。研究活動における不正

行為に対応するための研究倫理や情報セキュリティーに関する研修も大学院学生及び職員

に対して行う。 
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